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は じ め に 
 

本町では、平成 29 年３月に第５次上里町障害者計画

を策定し、福祉・医療・保健・教育・雇用など、幅広い

分野での障害福祉施策を推進してまいりました。 

この間にも、「障害者総合支援法」や「障害者雇用促

進法」などの改正が行われ、障害の有無に関わらず活躍

が出来る社会の実現に向けた法整備が進みました。 

一方で、社会・経済情勢の大きな変化に伴い、地域社

会における課題は、多様化・複雑化しており、それに応

じた的確な対応が求められております。 

特に課題となっているのが、急速に進展している少子高齢化や、新型コロナウ

イルス感染症による生活様式の見直しなど、障害のある方を取り巻く状況も厳し

くなる中で、障害のある方を支援し、援護するための体制整備を、より一層進め

ることが求められています。 

このような状況を踏まえ、国の施策や、制度の見直し、また社会状況の変化に

柔軟に対応し、具体的な施策に反映させるため、第６次上里町障害者計画の策定

を行いました。 

障害のある人も、ない人も、共に支えあう社会づくりを目指す「ノーマライゼー

ション」の理念のもと、本計画が展開する施策を着実に実行することで、誰もが

互いを尊重しながら社会の一員として参加できる「ともに生きるまちづくり」の

実現を目指してまいります。 

結びに、本計画の策定にあたり、貴重なご意見・ご提言をいただきました上里町

障害者計画策定委員会の委員の皆様及び関係機関・障害者団体の皆様、アンケート

調査にご協力いただきました町民の皆様に深く感謝を申し上げます。 

 

令和４年３月 

上里町長  山 下 博 一  
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１ 計画策定の趣旨 
 

我が国では、障害者基本法に規定されるように、すべての国民が障害の有無に

関わらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重され、障

害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いな

がら共生する社会の実現を目指し、基本的な方向を定めています。 

こうした中、平成 26 年２月から障害者権利条約が効力を生じることとなり、

障害のある人とない人の平等、障害に基づくあらゆる差別の禁止などを約束し

ています。 

平成 28 年８月には、発達障害者支援法が改正され、乳幼児期から高齢期に至

るまで、発達障害のある人への切れ目のない支援の重要性が示されるなど、多様

なニーズに応じた相談支援体制や福祉サービス等の充実が求められているところ

です。 

平成 30 年４月には、児童福祉法の一部を改正する法律に基づき、「上里町障

害児福祉計画」を策定し、居宅訪問型児童発達支援の創設や、保育所等訪問支援

の支援対象の拡大等、障害児支援のニーズの多様化にきめ細かく対応するため

の支援の拡充等を図るとともに、サービスの質の確保及び向上を図るための

様々な環境整備を進めているところです。 

また、平成 30 年４月には、障害者総合支援法が改正され、障害者が自ら望む

地域生活を営むことができるよう、新たに自立生活援助、就労定着支援が創設さ

れるなど、支援の一層の充実が求められています。また、障害者の重度化・高齢

化、及び介護者の高齢化や、医療的ケア児、発達障害児への支援の充実など様々

な障害者への対応の強化が求められています。 

さらには、平成 30 年４月に施行された改正社会福祉法では、社会構造の変化

や人々の暮らしの変化を踏まえ、制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受

け手」という関係を超えた「地域共生社会」の実現のため、地域住民や地域の多

様な主体が「我が事」として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸

ごと」つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っ

ていく社会を目指しています。 

こうした背景を踏まえ、あらゆる分野との連携・協働を図りながら、地域共生

社会の実現に向け、障害者本人による取組である「自助」、地域における住民同

士の支え合いである「互助」、自助を支えるための社会連携による障害福祉サー

ビス等である「共助」、町の責任で行う「公助」の視点を踏まえ、互いに支え合

い、安心して充実した生活を送ることができる社会を構築するため、令和４年度

から令和８年度までの５年間を計画年度とする「第６次上里町障害者計画」を策

定するものです。 
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２ 計画の法的根拠及び性格 
 

 

（１）計画の法的根拠 

本計画は、障害者基本法第 11 条第３項で定める「市町村障害者計画」を法的

根拠とする計画です。 

 

■障害者基本法 

第 11 条（一部抜粋） 

３ 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、

当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のた

めの施策に関する基本的な計画（以下「市町村障害者計画」という。）を策定し

なければならない。 

 

 

（２）計画の性格 

本計画は、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」

（以下「障害者虐待防止法」という。）や、「国等による障害者就労施設等からの

物品等の調達の推進等に関する法律」（以下「障害者優先調達推進法」という。）

及び「障害者差別解消法」を踏まえたものとします。 

 

 

３ 計画の対象 
 

本計画の対象となる「障害者」の定義については、障害者基本法等の法令の規

定に基づき、身体障害、知的障害、精神障害（発達障害、高次脳機能障害を含む）、

難病等の心身の機能の障害がある人のうち、障害と社会的障壁により継続的に

日常生活や社会生活に相当な制限を受ける状態にある人とします。 

なお、18 歳未満の人に対象を限定する場合、「障害児」と表記します。 

さらに、本計画を推進するためには、すべての町民の理解と協力が求められる

ことから、障害のある人をはじめとするすべての町民を対象とします。 
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４ 計画の位置づけ 
 

本計画は、国や県等の関連計画と整合性を図るとともに、本町の「第５次上里

町総合振興計画」を上位計画とし、また、「上里町地域福祉計画」を福祉部門の上

位計画と位置づけ、計画を策定します。 

また、施策の推進にあたっては、町の関連計画との整合性に配慮しながら、計

画の実現を図ります。 
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５ 計画の期間 
 

本計画は、令和４年度から令和８年度までの５年間を計画期間として策定します。 

本計画は、５年ごとに見直しを行うため、次期計画（第７次計画）は令和８年度に見

直しを行い策定します。なお、今後の社会情勢や障害のある人を取り巻く環境の変化に

対応するため、必要に応じて見直しを行います。 

 

平成 

29年度 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

           

  

見直し 

上里町障害者計画 

第５次上里町総合振興計画 基本構想 

（平成29年度 ～ 令和８年度） 

第５次 前期基本計画 

第２期地域福祉計画 

（平成30年度～令和４年度） 

第３期地域福祉計画 

（令和５年度～令和９年度） 

第５次 後期基本計画 

見直し 見直し 

第５次障害者計画 

（平成 29 年度～令和３年度） 

第６次障害者計画 

（令和４年度～令和８年度） 

上里町障害福祉計画・障害児福祉計画 

第５期障害福祉計画 

第１期障害児福祉計画 

（平成 30 年度～ 

令和２年度） 

見直し 見直し 

第６期障害福祉計画 

第２期障害児福祉計画 

（令和３年度～ 

令和５年度） 

第７期障害福祉計画 

第３期障害児福祉計画 

（令和６年度～ 

令和８年度） 

見直し 見直し 見直し 

上里町地域福祉計画 

見直し 
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６ 計画の策定体制 
 

 

（１）上里町障害者計画策定委員会 

本計画の策定にあたっては、学識経験者をはじめ、障害者団体関係者、障害者

福祉に関する事業に従事する団体の代表者、行政関係者らの参画による「上里町

障害者計画策定委員会」において、計画内容の検討を行いました。 

 

（２）アンケート調査の実施 

計画策定にあたっては、障害のある人やその家族の生活実態及び福祉施策に対

する要望等を把握することを目的として、令和２年 11 月に「障害福祉について

のアンケート調査」を実施しました。 

 

（３）障害者団体等へのアンケート調査の実施 

障害福祉活動における課題や行政への要望等を把握することを目的とし、障害

者団体等に対して、令和３年 11 月にアンケート調査を実施しました。 

 

（４）パブリックコメントの実施 

町民や関係者の意見を反映させるため、本計画の策定案についてパブリックコメ

ントを令和３年 12 月 20 日から令和４年１月 21 日までの期間で実施しました。 
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１ 人口の状況 
 

 

（１）人口の推移 

本町の総人口は、令和２年度（令和３年３月末日現在）で 30,836 人となって

おり、減少で推移しています。 

また、年齢３区分別人口をみると、年少人口（０～14 歳）及び生産年齢人口

（15～64 歳）は減少を続ける一方で、高齢者人口（65 歳以上）は増加を続け

ていることから、少子高齢化が進行していることがうかがえます。 

 

【年齢３区分別人口の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※住民基本台帳（各年度 3月末日現在） 

【年齢３区分別人口割合の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※住民基本台帳（各年度 3月末日現在）  

4,060 3,951 3,836 3,716 3,623 

19,373 19,098 18,977 18,768 18,636 

7,747 8,034 8,204 8,418 8,577 

31,180 31,083 31,017 30,902 30,836 

0
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年少人口（０～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 高齢者人口（65歳以上）

（人）
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（２）人口構成 

令和３年３月末日現在の人口構成は、65～74 歳の前期高齢者の占める割合が

高く、その子ども世代である 40 歳台の占める割合が高くなっています。 

 

【人口構成】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※住民基本台帳（令和 3年 3月末日現在） 
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10～14歳 
5～9歳 

0～4歳 



第２章 障害者を取り巻く現状 

13 

２ 障害者の状況 
 

 

（１）障害者手帳所持者数の推移 

本町の障害者手帳所持者数の合計数は、令和２年度で1,467人となっており、

増加傾向で推移しています。 

また、総人口に占める割合をみると、令和２年度では、身体障害者手帳所持者

数が 3.30％、療育手帳所持者数が 0.84％、精神障害者保健福祉手帳所持者数が

0.61％と、わずかではありますが増加傾向にあります。 

 

【障害者手帳所持者数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各年度 3月末日現在 

 

【障害者手帳所持者数の総人口に占める割合の推移】 

 
平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

身体障害者手帳 3.26％ 3.26％ 3.26％ 3.29％ 3.30％ 

療育手帳 0.77％ 0.78％ 0.79％ 0.81％ 0.84％ 

精神障害者保健

福祉手帳 
0.40％ 0.48％ 0.54％ 0.59％ 0.61％ 

総人口 31,180 人 31,083 人 31,017 人 30,902 人 30,836 人 

※各年度 3月末日現在 

  

1,017 1,013 1,012 1,016 1,019 
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（人）
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（２）身体障害者 

身体障害者手帳所持者を等級別でみると、令和２年度で１級が 351 人で手帳

所持者数の 34.4％、２級が 146 人で 14.3％を占めており、障害者手帳所持者

全体の中でも１・２級の重度障害者が 48.7％を占めています。 

また、年齢別でみると、令和２年度では、18歳以上（障害者）が97.9%を占め

ています。 

 

【身体障害者手帳所持者数＿等級別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各年度 3月末日現在 

【身体障害者手帳所持者数＿年齢別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各年度 3月末日現在  
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身体障害者手帳所持者を障害別でみると、令和２年度で肢体不自由が 505 人

で手帳所持者数の 49.6％、内部障害が 351 人で 34.4％を占めています。 

 

【身体障害者手帳所持者数＿障害別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各年度 3月末日現在 
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（３）知的障害者 

療育手帳所持者を程度別でみると、令和２年度で重度（○Ａ、Ａ判定）が 40.0％

を占めており、中度（Ｂ判定）が 32.7％、軽度（Ｃ判定）が 27.3％となってい

ます。 

また、年齢別でみると、令和２年度では、18歳以上（障害者）が74.2%を占め

ています。 

 

【療育手帳所持者数＿程度別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各年度 3月末日現在 

【療育手帳所持者数＿年齢別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各年度 3月末日現在  
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（４）精神障害者 

精神障害者保健福祉手帳所持者を等級別でみると、令和２年度で２級が 105

人で 55.9％と最も多く、次いで３級が 61 人で 32.4％、１級が 22 人で 11.7％

となっています。いずれの等級も増加傾向で推移しており、令和２年度で手帳所

持者数が 188 人となっています。 

自立支援医療（精神通院医療）受給者数は増加傾向で推移し、令和２年度で 413

人となっています。 

【精神障害者保健福祉手帳所持者数＿等級別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各年度 3月末日現在 

【自立支援医療（精神通院医療）受給者数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各年度 3月末日現在  
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（５）難病患者 

昭和 47 年 10 月に当時の厚生省は、いわゆる難病について、従来それぞれの

疾患ごとに行ってきた対策を改め、「難病対策要綱」を策定し本格的に推進してか

ら 50 年近くが経過しました。 

その後、医療の進歩や患者及びその家族のニーズの多様化、社会・経済状況が

変化する中で、原因の解明にはほど遠い疾患があっても、研究事業や医療費助成

の対象に選定されていないものがあるなどの理由から総合的な対策を図るため、

平成 26 年５月「難病の患者に対する医療等に関する法律」が公布され、平成 27

年１月１日施行されました。 

難病は、①発病の機構が明らかでない、②治療方法が確立していない、③希少

な疾病である、④長期にわたる療養を必要とする、と定義し、難病のうち、①患

者数が日本において一定の人数（人口の 0.1％程度）に達していない、②客観的

な診断基準（又はそれに準ずるもの）が確立している、のいずれの要件をすべて

満たすものを指定難病として、医療費の一部について公費助成が実施されていま

す。 

令和３年 11 月現在、指定難病は 338 疾病、小児慢性特定疾病は 788 疾病と

なっています。 

 

【難病患者数の推移】 

 
平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

指定難病（特定疾患） 

医療給付 
194 人 193 人 198 人 198 人 215 人 

小児慢性特定疾病 31 人 32 人 30 人 30 人 34 人 

総 数 225 人 225 人 228 人 228 人 249 人 

※埼玉県本庄保健所（各年度 3月末日現在） 
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（６）障害年金受給者数 

障害年金受給者数は、障害者数の増加に比例して受給者も増加することから、

全国的にも増加傾向で推移し、本町でも同様の傾向がみられ、令和２年度で612人

となっています。 

 

【障害年金受給者数の推移＿全国】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※厚生年金保険・国民年金事業年報 

 

【障害年金受給者数の推移＿上里町】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※厚生労働省 市町村別年金給付状況（各年度 3月末日現在）  
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（７）障害福祉サービス等の利用者数 

サービス利用状況は、利用者が増加しているサービスも多くなっています。 

サービス種類別に増加傾向がみられるサービスは、訪問系サービスでは、居宅

介護（ホームヘルプ）、日中活動系サービスでは、就労継続支援Ｂ型及び就労定着

支援、居住系サービスでは、共同生活援助（グループホーム）、障害児支援事業で

は、障害児相談支援事業となっています。 

なお、令和２年度の実績では、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、

日中活動系サービスでは、短期入所、障害児支援事業では、放課後等デイサービ

スなど、利用者数が令和元年度と比べて、著しく減少しているサービスもありま

す。 

 

【訪問系サービスの利用状況】 

サービスの種類 
平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

居宅介護 

（ホームヘルプ） 
203 人 207 人 257 人 312 人 331 人 

重度訪問介護 0 人 0 人 0 人 0 人 2 人 

同行援護 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

行動援護 0 人 0 人 10 人 12 人 17 人 

重度障害者等包括支援 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

合 計 203 人 207 人 267 人 324 人 350 人 

※各年度 3月末日現在 

 

【日中活動系サービスの利用状況】 

サービスの種類 
平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

生活介護 756 人 802 人 854 人 834 人 812 人 

自立訓練（機能訓練） 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

自立訓練（生活訓練） 0 人 0 人 0 人 6 人 5 人 

就労移行支援 47 人 100 人 77 人 98 人 98 人 

就労継続支援Ａ型 17 人 3 人 28 人 37 人 25 人 

就労継続支援Ｂ型 518 人 525 人 572 人 635 人 630 人 

就労定着支援 0 人 0 人 5 人 14 人 27 人 

療養介護 40 人 36 人 36 人 36 人 37 人 

短期入所 119 人 136 人 145 人 150 人 64 人 

合 計 1,497 人 1,602 人 1,717 人 1,810 人 1,698 人 

※各年度 3月末日現在 
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【居住系サービスの利用状況】 

サービスの種類 
平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

共同生活援助 

（グループホーム） 
281 人 302 人 372 人 379 人 391 人 

施設入所支援 318 人 326 人 311 人 301 人 318 人 

自立生活援助 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

合 計 599 人 628 人 683 人 680 人 709 人 

※各年度 3月末日現在 

 

【障害児支援事業の利用状況】 

サービスの種類 
平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

児童発達支援 55 人 75 人 43 人 85 人 131 人 

放課後等デイサービス 388 人 520 人 572 人 634 人 519 人 

保育所等訪問支援 6 人 1 人 2 人 2 人 0 人 

居宅訪問型児童発達支援 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

障害児相談支援事業 2 人 10 人 13 人 28 人 38 人 

合 計 451 人 606 人 630 人 749 人 688 人 

※各年度 3月末日現在 

 

【重度心身障害者医療費の助成受給者数の推移】 

サービスの種類 
平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

身体障害者手帳１・２・

３級所持者 
538 人 518 人 539 人 486 人 468 人 

療育手帳○Ａ、Ａ、Ｂ所

持者 
156 人 153 人 178 人 162 人 173 人 

精神障害者保健福祉手

帳１級所持者 
9 人 14 人 19 人 14 人 18 人 

後期高齢者医療制度の

障害認定者 
17 人 17 人 23 人 12 人 13 人 

合 計 720 人 702 人 759 人 674 人 672 人 

※各年度 3月末日現在 
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【自立支援医療（更生医療・育成医療）受給者数の推移】 

サービスの種類 
平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

自立支援医療受給者数

（更生医療・育成医療） 
31 人 36 人 47 人 57 人 64 人 

※各年度 3月末日現在 

 

【その他サービスの利用状況】 

サービスの種類 
平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

福祉タクシー利用料金

助成制度 
83 人 77 人 73 人 76 人 59 人 

重度心身障害者自動車等

燃料費助成の利用者数 
126 人 131 人 136 人 106 人 111 人 

※各年度 3月末日現在 
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３ 障害福祉についてのアンケート調査 
 

 

（１）調査の概要 

①調査の目的 

第６次上里町障害者計画を策定するにあたり、障害のある人やその家族が日頃

感じていることや、町に対する意見、要望等を踏まえるとともに、今までの施策

の点検及び確認をしながら計画を見直していく必要があることから、アンケート

調査を実施しました。 

 

②調査対象者 

上里町在住の身体障害者（児）、知的障害者（児）、精神障害者（児）、難病患者

及びその家族を対象に実施しました。 

 

③配布数及び回収数 

 配布数 回収数 有効回収数 有効回収率 

障害福祉調査 1,481 件 639 件 638 件 43.1％ 

 

④調査期間及び調査方法 

■調査期間：令和２年 11 月 26 日から令和２年 12 月 17 日まで 

■調査方法：郵送による配布、回収 

 

⑤調査結果の見方について 

■図表中の「ｎ」とは、その設問の回答者数を表しています。障害種別及び 18

歳未満の回答者数は、下表のとおりです。なお、手帳を重複して所持する方が

いるため、障害種別の回答者数を合計したものは、全体より多くなります。 

 全体 
身体 

障害者 

知的 

障害者 

精神 

障害者 
難病患者 18 歳未満 

回答者数 638 人 475 人 93 人 76 人 46 人 31 人 

 

■調査結果の比率は、その設問の回答者数を基数として、小数点第２位を四捨五入

して小数点第１位までを示しているため、その合計値が 100％にならない場合

があります。 

■複数回答の設問の場合、回答比率の合計が 100％を超える場合があります。 

■調査の結果は、抜粋して掲載しています。  
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（２）調査の結果（抜粋） 

①調査票への回答者 

調査票への回答者については、全体では、「本人が回答」が 63.0％で最も高く、

次いで「本人の意思に基づき家族や介助する方が回答」が 15.5％、「本人の意見を

確認することが難しいので家族や介助する方が回答」が 12.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②年齢構成 

年齢構成については、全体では、「70 歳代」が 27.0％で最も高く、次いで「80

歳以上」が 18.8％、「60 歳代」が 17.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

単位：％

全体
n=638

身体障害者
n=475

知的障害者
n=93

精神障害者
n=76

難病患者
n=46

18歳未満
n=31

本人が回答 63.0 68.0 24.7 71.1 60.9 9.7

本人の意思に基づき家族や介助する
方が回答

15.5 15.2 26.9 15.8 19.6 35.5

家族や介助する方と相談しながら回答 5.2 3.2 15.1 7.9 6.5 9.7

本人の意見を確認することが難しいの
で家族や介助する方が回答

12.5 10.5 30.1 3.9 8.7 45.2

無回答 3.8 3.2 3.2 1.3 4.3 0.0

単位：％

全体
n=638

身体障害者
n=475

知的障害者
n=93

精神障害者
n=76

難病患者
n=46

18歳未満
n=31

10歳未満 1.3 0.4 6.5 1.3 0.0 25.8

10歳代 4.5 1.1 23.7 9.2 4.3 74.2

20歳代 4.7 1.9 16.1 13.2 0.0 0.0

30歳代 4.5 1.9 11.8 10.5 4.3 0.0

40歳代 7.8 4.6 12.9 27.6 13.0 0.0

50歳代 9.1 8.6 10.8 15.8 8.7 0.0

60歳代 17.9 21.5 5.4 11.8 13.0 0.0

70歳代 27.0 34.3 2.2 5.3 39.1 0.0

80歳以上 18.8 23.2 3.2 2.6 13.0 0.0

無回答 4.4 2.5 7.5 2.6 4.3 0.0
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③興味を持っている活動 

興味を持っている活動については、全体では、「買い物」が 36.8％で最も高く、

次いで「旅行」が 25.4％、「スポーツやレクリエーション」が 16.6％となって

います。また、「特に活動したくない」は 27.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

単位：％

全体
n=638

身体障害者
n=475

知的障害者
n=93

精神障害者
n=76

難病患者
n=46

18歳未満
n=31

スポーツやレクリエーション 16.6 14.7 20.4 11.8 8.7 41.9

旅行 25.4 24.2 25.8 19.7 28.3 29.0

買い物 36.8 34.7 45.2 34.2 37.0 32.3

ボランティア活動 4.2 4.4 1.1 3.9 0.0 0.0

障害者団体の活動 3.3 2.3 9.7 7.9 4.3 6.5

趣味などのサークル 15.8 16.6 7.5 15.8 21.7 12.9

講座や講演会などへの参加 4.5 5.3 0.0 6.6 10.9 0.0

地域の行事やお祭り 8.8 8.4 11.8 3.9 8.7 25.8

その他 8.8 8.6 7.5 10.5 8.7 6.5

特に活動したくない 27.0 28.0 22.6 34.2 32.6 22.6

無回答 9.2 9.9 9.7 6.6 2.2 9.7
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④外出の際の困りごと 

外出の際の困りごとについては、全体では、「利用できる移動手段が限られてい

る」が 14.6％で最も高く、次いで「相手との会話が難しい」が 11.9％、「障害

者のトイレが少ない、建物などに階段が多いなど、バリアフリー化されていない」

が 8.3％、「歩道が狭く、道路に段差が多い」が 8.2％、「周囲の視線が気になる」

が 7.5％となっています。また、「困っていることは特にない」は 43.1％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

単位：％

全体
n=638

身体障害者
n=475

知的障害者
n=93

精神障害者
n=76

難病患者
n=46

18歳未満
n=31

付き添ってくれる人がいない 7.2 7.2 7.5 5.3 13.0 9.7

必要な時に、まわりの人の手助け・配
慮が足りない

5.3 5.3 4.3 7.9 8.7 6.5

周囲の視線が気になる 7.5 4.4 12.9 22.4 2.2 16.1

相手との会話が難しい 11.9 8.6 23.7 17.1 8.7 38.7

歩道が狭く、道路に段差が多い 8.2 9.1 5.4 9.2 15.2 6.5

道路に放置自転車などの障害物が多
く、歩いたり移動しにくい

1.1 1.5 1.1 0.0 0.0 0.0

障害者のトイレが少ない、建物などに階段が
多いなど、バリアフリー化されていない

8.3 9.1 9.7 0.0 10.9 9.7

車を駐車するところがない 2.5 2.5 3.2 1.3 4.3 3.2

利用できる移動手段が限られている 14.6 13.5 16.1 14.5 21.7 9.7

電車やバスがバリアフリーに対応して
いないなど、交通機関を利用しづらい

3.8 4.4 1.1 1.3 6.5 0.0

その他 7.1 7.4 4.3 7.9 10.9 3.2

困っていることは特にない 43.1 44.4 41.9 38.2 28.3 41.9

無回答 14.4 16.4 9.7 10.5 15.2 6.5
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⑤通園・通所・通学上で不安に感じること 

通園・通所・通学上で不安に感じることについては、全体では、「周囲の人の障

害に対する理解が不足している」が 22.7％で最も高く、次いで「支援体制が整っ

ていない」が 11.4％、「施設・設備が整っていない」、「保育や授業の内容が、個々

の障害の程度に配慮したものになっていない」がともに 4.5％となっています。

また、「特にない」は 36.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥町の広報紙やホームページの閲覧状況 

町の広報紙やホームページの閲覧状況については、全体では、「よく見る」が

30.4％で最も高く、次いで「時々見る」が 29.8％、「ほとんど見ない」が 27.0％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

単位：％

全体
n=44

身体障害者
n=10

知的障害者
n=31

精神障害者
n=9

難病患者
n=2

18歳未満
n=31

他の児童・生徒とふれあう機会が少な
い

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

周囲の人の障害に対する理解が不足
している

22.7 0.0 29.0 22.2 50.0 32.3

支援体制が整っていない 11.4 0.0 12.9 0.0 0.0 12.9

施設・設備が整っていない 4.5 0.0 6.5 0.0 0.0 6.5

保育や授業の内容が、個々の障害の
程度に配慮したものになっていない

4.5 0.0 6.5 0.0 0.0 6.5

その他 4.5 20.0 3.2 0.0 0.0 6.5

特にない 36.4 40.0 35.5 44.4 50.0 41.9

無回答 31.8 40.0 29.0 33.3 0.0 16.1

単位：％

全体
n=638

身体障害者
n=475

知的障害者
n=93

精神障害者
n=76

難病患者
n=46

18歳未満
n=31

よく見る 30.4 35.6 12.9 14.5 26.1 9.7

時々見る 29.8 27.6 33.3 31.6 39.1 51.6

ほとんど見ない 27.0 22.7 46.2 44.7 21.7 35.5

その他 1.7 2.1 1.1 3.9 2.2 0.0

無回答 11.1 12.0 6.5 5.3 10.9 3.2
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⑦町の広報紙やホームページを見ない理由 

町の広報紙やホームページを見ない理由については、全体では、「町の情報に興

味がない」が 39.0％で最も高く、次いで「インターネット環境がない」が 25.6％、

「広報紙が届かない」が 16.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧障害者が仕事に就くために大切だと思うこと 

障害者が仕事に就くために大切だと思うことについては、全体では、「事業主や

職場の人が障害に対して十分理解していること」が 44.7％で最も高く、次いで

「障害や健康状態に合った仕事ができること」が 40.3％、「障害者を受け入れる

職場がたくさんあること」が 39.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

単位：％

全体
n=172

身体障害者
n=108

知的障害者
n=43

精神障害者
n=34

難病患者
n=10

18歳未満
n=11

町の情報に興味がない 39.0 31.5 51.2 38.2 30.0 54.5

広報紙が届かない 16.3 15.7 14.0 20.6 20.0 18.2

インターネット環境がない 25.6 27.8 20.9 23.5 10.0 18.2

その他 27.9 30.6 27.9 29.4 40.0 27.3

無回答 7.0 8.3 0.0 5.9 10.0 0.0

単位：％

全体
n=638

身体障害者
n=475

知的障害者
n=93

精神障害者
n=76

難病患者
n=46

18歳未満
n=31

自分の技能や能力を高めること 16.3 14.9 18.3 17.1 15.2 19.4

技能・知識の習得のためのセミナーや
職業訓練が充実していること

9.2 9.3 10.8 9.2 10.9 16.1

障害者を受け入れる職場がたくさんあ
ること

39.2 37.5 48.4 44.7 32.6 64.5

障害や健康状態に合った仕事ができ
ること

40.3 40.8 39.8 52.6 41.3 35.5

事業主や職場の人が障害に対して十
分理解していること

44.7 40.6 59.1 56.6 41.3 74.2

職場の施設や設備が障害のある人に
も利用できるように整備されていること

14.9 16.8 10.8 6.6 19.6 12.9

障害者の就職に関する情報が充実し
ていること

10.5 10.9 7.5 14.5 13.0 16.1

仕事について気軽に相談できる人や
場所があること

21.8 17.7 29.0 36.8 13.0 32.3

その他 2.4 1.5 6.5 1.3 2.2 0.0

無回答 25.9 29.7 12.9 11.8 39.1 6.5
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⑨障害者が働き続けるための支援として必要だと思うこと 

障害者が働き続けるための支援として必要だと思うことについては、全体では、

「職場に慣れるまで指導してくれる人がいること」が 51.1％で最も高く、次い

で「職場に仕事の相談に乗ってくれる人がいること」が 46.2％、「仕事を補助し

てくれる人がいること」が 27.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩悩みごとや心配ごとがある時の相談状況 

悩みごとや心配ごとがある時の相談状況については、全体では、「つねに相談で

きている」が 33.1％で最も高く、次いで「ときどき相談できている」が 25.4％、

「あまり相談できていない」が 8.8％、「全く相談できていない」が 6.3％となっ

ています。また、「相談することはない」は 13.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

単位：％

全体
n=638

身体障害者
n=475

知的障害者
n=93

精神障害者
n=76

難病患者
n=46

18歳未満
n=31

職場に慣れるまで指導してくれる人が
いること

51.1 45.9 65.6 68.4 41.3 77.4

バリアフリー化された設備があること 22.6 26.9 10.8 3.9 28.3 9.7

職場に仕事の相談に乗ってくれる人
がいること

46.2 42.7 55.9 57.9 32.6 45.2

仕事を補助してくれる人がいること 27.7 24.6 43.0 31.6 21.7 58.1

障害者に代わって職場に改善してほし
いことを伝える人がいること

20.2 17.3 30.1 32.9 26.1 35.5

必要な支援はない 3.1 3.4 3.2 3.9 0.0 3.2

その他 3.4 2.5 7.5 5.3 6.5 6.5

無回答 26.3 30.7 14.0 13.2 37.0 6.5

単位：％

全体
n=638

身体障害者
n=475

知的障害者
n=93

精神障害者
n=76

難病患者
n=46

18歳未満
n=31

つねに相談できている 33.1 33.5 33.3 23.7 21.7 41.9

ときどき相談できている 25.4 22.9 33.3 36.8 28.3 32.3

あまり相談できていない 8.8 8.6 7.5 14.5 17.4 6.5

全く相談できていない 6.3 5.9 5.4 10.5 6.5 3.2

相談することはない 13.2 14.5 12.9 9.2 8.7 9.7

無回答 13.3 14.5 7.5 5.3 17.4 6.5
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⑪悩みごとや心配ごとがある時の相談先 

悩みごとや心配ごとがある時の相談先については、全体では、「家族・親せき」

が 79.4％で最も高く、次いで「友人・知人」が 34.0％、「病院・診療所」が 20.9％、

「福祉施設や作業所・ヘルパーなどサービス事業所の職員」が 18.5％、「相談支

援専門員や介護支援専門員」が 9.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

単位：％

全体
n=373

身体障害者
n=268

知的障害者
n=62

精神障害者
n=46

難病患者
n=23

18歳未満
n=23

家族・親せき 79.4 84.0 62.9 71.7 78.3 91.3

友人・知人 34.0 36.6 19.4 28.3 26.1 26.1

学校の先生や職場の仲間 8.6 2.6 29.0 21.7 17.4 60.9

相談支援専門員や介護支援専門員 9.7 5.6 22.6 23.9 17.4 13.0

福祉施設や作業所・ヘルパーなど
サービス事業所の職員

18.5 13.4 43.5 21.7 26.1 21.7

障害者相談員・障害者団体 3.5 1.5 9.7 10.9 0.0 13.0

病院・診療所 20.9 20.1 19.4 30.4 13.0 13.0

民生委員・児童委員 3.2 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0

町役場の福祉相談窓口 7.2 7.1 8.1 10.9 4.3 4.3

保健センター 0.8 0.4 1.6 4.3 0.0 4.3

保健所・児童相談所 1.6 0.7 6.5 4.3 0.0 13.0

社会福祉協議会の職員 1.1 1.1 1.6 0.0 0.0 0.0

その他 3.2 2.2 3.2 8.7 4.3 0.0

無回答 0.5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
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⑫悩みごとや心配ごとがあるのに、相談ができていない理由 

悩みごとや心配ごとがあるのに、相談ができていない理由については、全体で

は、「気軽に相談できる人がいない」が 51.0％で最も高く、次いで「コミュニケ

ーションを取るのが難しい」が 41.7％、「身近に相談できる場所がない」が

28.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑬日常生活の中で障害を理由とした差別や偏見を感じたこと 

日常生活の中で障害を理由とした差別や偏見を感じたことについては、全体で

は、「ほとんど感じたことはない」が 41.2％で最も高く、次いで「まったく感じ

たことはない」が 21.9％、「ときどき感じる」が 16.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

単位：％

全体
n=96

身体障害者
n=69

知的障害者
n=12

精神障害者
n=19

難病患者
n=11

18歳未満
n=3

気軽に相談できる人がいない 51.0 53.6 25.0 57.9 54.5 33.3

身近に相談できる場所がない 28.1 30.4 8.3 42.1 54.5 33.3

相談するのが恥ずかしい 11.5 11.6 16.7 15.8 9.1 33.3

コミュニケーションを取るのが難しい 41.7 33.3 66.7 57.9 18.2 66.7

誰かに頼りたくない 15.6 18.8 0.0 21.1 0.0 0.0

その他 16.7 17.4 8.3 21.1 18.2 33.3

無回答 5.2 5.8 8.3 0.0 9.1 0.0

単位：％

全体
n=638

身体障害者
n=475

知的障害者
n=93

精神障害者
n=76

難病患者
n=46

18歳未満
n=31

よく感じる 6.0 4.8 9.7 11.8 6.5 3.2

ときどき感じる 16.0 13.1 25.8 27.6 17.4 35.5

ほとんど感じたことはない 41.2 42.7 36.6 38.2 50.0 41.9

まったく感じたことはない 21.9 25.3 16.1 10.5 10.9 12.9

無回答 14.9 14.1 11.8 11.8 15.2 6.5
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⑭障害のある人への理解を深めるために必要だと思うこと 

障害のある人への理解を深めるために必要だと思うことについては、全体では、

「障害のある人と接する機会を日頃から多く持つ」が 27.1％で最も高く、次い

で「学校のカリキュラムの中で、福祉教育を行う」が 26.6％、「各種行事への参

加を通じて障害のある人への理解を高める」が 20.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

単位：％

全体
n=638

身体障害者
n=475

知的障害者
n=93

精神障害者
n=76

難病患者
n=46

18歳未満
n=31

学校のカリキュラムの中で、福祉教育
を行う

26.6 25.5 30.1 25.0 32.6 45.2

障害のある人と接する機会を日頃から
多く持つ

27.1 27.6 35.5 26.3 30.4 38.7

各種行事への参加を通じて障害のあ
る人への理解を高める

20.1 18.5 32.3 18.4 13.0 35.5

企業が積極的に福祉活動に携わる 19.3 17.5 22.6 26.3 15.2 35.5

マスコミを通じて、障害のある人の生
活をもっとよく知ってもらう

15.8 14.3 17.2 19.7 23.9 19.4

県や町の広報紙等で、障害のある人
に対する理解をよびかける

19.0 18.7 21.5 19.7 26.1 32.3

障害のある人が自立の努力をして、積
極的に社会に進出する

19.9 18.5 24.7 21.1 15.2 32.3

その他 2.4 1.9 1.1 7.9 2.2 0.0

わからない 12.7 11.6 18.3 18.4 8.7 9.7

無回答 24.5 28.2 11.8 14.5 26.1 3.2
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⑮今、困っていること 

今、困っていることについては、全体では、「生活費が厳しく経済的に困ってい

る」が 13.6％で最も高く、次いで「障害のある人の働く場の確保や就労の定着が

図られていないこと」が 11.3％、「身近な相談場所がないこと」が 10.3％、「地

震や台風など災害時の安全が守れていないこと」が 8.9％、「障害者や高齢者にや

さしい『福祉のまちづくり』が推進されていないこと」が 8.5％となっています。

また、「特に困っていない」は 32.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：％

全体
n=638

身体障害者
n=475

知的障害者
n=93

精神障害者
n=76

難病患者
n=46

18歳未満
n=31

障害のある人とない人の交流がなく、
相互理解が深まらないこと

8.0 5.9 19.4 13.2 2.2 16.1

ホームページや広報などによる情報提
供が充実していないこと

2.5 2.3 2.2 2.6 2.2 6.5

身近な相談場所がないこと 10.3 9.5 12.9 18.4 6.5 12.9

文化、スポーツ、レクリエーション活動
に参加できないこと

4.2 4.6 3.2 3.9 4.3 3.2

ホームヘルパーの派遣など、在宅生
活支援サービスが充実していないこと

1.9 1.7 3.2 0.0 0.0 3.2

障害者が通所できる施設が整備され
ていないこと

6.3 5.3 12.9 9.2 6.5 22.6

障害のある人が暮らす住宅が整備さ
れていないこと

5.3 4.8 6.5 6.6 8.7 9.7

手話・点字・音声などのコミュニケー
ションに困っている

1.4 1.7 0.0 1.3 4.3 0.0

乳幼児期の障害の早期発見や適切な
療育が充実していないこと

1.6 0.6 8.6 5.3 0.0 16.1

障害のある人が適切に医療を受けら
れる体制が整備されていないこと

7.2 6.7 10.8 6.6 13.0 25.8

障害のある子どもたちの特性にあった
教育が充実していないこと

3.6 1.9 12.9 6.6 2.2 35.5

障害に対する理解を深めるための教
育・周知が充実していないこと

5.2 3.2 9.7 13.2 4.3 12.9

障害のある人の働く場の確保や就労
の定着が図られていないこと

11.3 6.9 24.7 26.3 6.5 32.3

障害者や高齢者にやさしい「福祉のま
ちづくり」が推進されていないこと

8.5 10.1 2.2 3.9 8.7 3.2

地震や台風など災害時の安全が守れ
ていないこと

8.9 10.3 2.2 5.3 19.6 3.2

生活費が厳しく経済的に困っている 13.6 12.0 10.8 28.9 15.2 9.7

その他 3.1 2.9 3.2 5.3 6.5 0.0

特に困っていない 32.8 35.4 29.0 14.5 28.3 22.6

無回答 21.5 24.2 9.7 14.5 19.6 0.0
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⑯災害時における１人での避難 

災害時における１人での避難については、全体では、「できない」が 37.1％で最

も高く、次いで「できる」が 36.1％、「わからない」が 18.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑰災害時への備え 

災害時への備えについては、全体では、「特に準備していることはない」が

48.6％で最も高く、次いで「避難場所を確認してある」が 34.6％、「災害時の必

要品を準備してある」が 16.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

単位：％

全体
n=638

身体障害者
n=475

知的障害者
n=93

精神障害者
n=76

難病患者
n=46

18歳未満
n=31

できる 36.1 35.6 28.0 42.1 19.6 25.8

できない 37.1 38.3 45.2 21.1 52.2 64.5

わからない 18.3 16.6 21.5 30.3 21.7 6.5

無回答 8.5 9.5 5.4 6.6 6.5 3.2

単位：％

全体
n=638

身体障害者
n=475

知的障害者
n=93

精神障害者
n=76

難病患者
n=46

18歳未満
n=31

避難行動要支援者名簿に登録して
いる

7.4 7.2 9.7 9.2 8.7 6.5

避難場所を確認してある 34.6 35.4 31.2 25.0 32.6 38.7

避難方法について決めてある 11.1 9.5 12.9 15.8 8.7 16.1

災害時の必要品を準備してある 16.1 16.4 17.2 10.5 15.2 25.8

特に準備していることはない 48.6 48.6 52.7 50.0 52.2 51.6

その他 1.9 1.9 3.2 3.9 2.2 0.0

無回答 14.9 16.2 9.7 9.2 13.0 3.2
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⑱災害時における心配ごと 

災害時における心配ごとについては、全体では、「避難先の障害者用設備（トイ

レ、ベッドなど）の有無」が 25.4％で最も高く、次いで「避難場所の情報提供や

避難方法のアドバイスがないこと」が 17.7％、「地域で助け合える体制が整備さ

れていないこと」が 14.6％、「避難訓練などへの参加ができていないこと」が

13.6％、「避難時の介助人などの確保」が 13.3％となっています。また、「特に

ない」は 24.5％となっています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

単位：％

全体
n=638

身体障害者
n=475

知的障害者
n=93

精神障害者
n=76

難病患者
n=46

18歳未満
n=31

避難しやすい避難所が整備されてい
ないこと

13.0 13.9 14.0 7.9 26.1 19.4

避難訓練などへの参加ができていな
いこと

13.6 15.2 7.5 7.9 17.4 9.7

避難場所の情報提供や避難方法のア
ドバイスがないこと

17.7 17.3 17.2 23.7 10.9 22.6

地域で助け合える体制が整備されて
いないこと

14.6 14.1 14.0 11.8 10.9 16.1

避難先の障害者用設備（トイレ、ベッド
など）の有無

25.4 28.6 21.5 11.8 43.5 29.0

避難先の人工透析や在宅酸素など、
生命安全・維持装置の有無

8.6 10.9 1.1 3.9 15.2 0.0

避難先の医療処置（ストーマなど）の
物品の有無

4.2 5.1 1.1 2.6 10.9 0.0

避難先の特別な食事（アレルギー対
応、刻み食、流動食等）の有無

3.8 4.0 2.2 5.3 4.3 0.0

避難先における、視覚障害者や聴覚
障害者に配慮した情報提供の有無

5.6 7.2 1.1 3.9 6.5 0.0

避難時の介助人などの確保 13.3 13.1 16.1 3.9 21.7 19.4

避難所における手話通訳者、ガイドヘ
ルパーなどの有無

0.8 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0

避難所における補装具などの貸出の
有無

5.5 6.5 0.0 1.3 8.7 0.0

その他 5.5 4.6 4.3 17.1 4.3 0.0

特にない 24.5 20.4 37.6 32.9 13.0 48.4

無回答 16.1 17.1 11.8 15.8 8.7 3.2
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４ 障害者団体等へのアンケート調査 
 

 

（１）調査の概要 

①調査の目的 

第６次上里町障害者計画を策定するにあたり、障害者福祉関連団体等の活動状

況や日頃感じていることや、町に対する意見、要望等を把握することを目的に、

アンケート調査を実施しました。 

 

②調査対象者 

上里町内で活動する障害者福祉関連団体等 

 

③配布数及び回収数 

 配布数 回収数 有効回収数 有効回収率 

障害者福祉関連団体等調査 ５件 ５件 ５件 100.0％ 

 

④調査期間及び調査方法 

■調査期間：令和３年 11 月１日から令和３年 11 月９日まで 

■調査方法：郵送による配布、回収 

 

⑤調査結果の見方について 

■調査結果の比率は、その設問の回答件数を基数として算出しているため、その合

計値が 100％にならない場合があります。 

■複数回答の設問の場合、回答比率の合計が 100％を超える場合があります。 

■調査の結果は、抜粋して掲載しています。 

  



第２章 障害者を取り巻く現状 

37 

（２）調査の結果（抜粋） 

①活動を行ううえでの問題点・課題 

活動を行ううえでの問題点・課題については、「スタッフが不足している」、「ス

タッフの高齢化が進んでいる」がともに４団体で最も多く、次いで「後継者がいな

い・育たない」、「活動に対する周囲の理解不足」がともに３団体となっています。 

 
単位：件数（件）／構成比（％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

項目 件数 構成比

活動場所の確保が難しい 1 20.0

活動資金の調達に苦労している 2 40.0

スタッフが不足している 4 80.0

スタッフの高齢化が進んでいる 4 80.0

後継者がいない・育たない 3 60.0

若い人が興味を持ち、参加しやすい活動ができていない 1 20.0

スタッフの固定・人事が硬直化している 2 40.0

活動がマンネリ化し、活動が広がらない 0 0.0

支援を必要とする人のニーズにあった活動ができていない 1 20.0

活動に対する周囲の理解不足 3 60.0

町民に情報発信する場や機会が少ない 2 40.0

関連団体との連携がうまくいかない 0 0.0

スタッフの活動意欲の維持が難しい 2 40.0

活動ノウハウの不足 0 0.0

他団体や事例等の情報不足 0 0.0

他の団体やグループと交流する機会が少ない 1 20.0

活動の充実に向けた研修等の機会がない 1 20.0

その他 0 0.0

特に問題はない 0 0.0

無回答 0 0.0

総回答数 27 540.0

回答者数 5 100.0
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②活動の活発化のために必要だと思うこと 

活動の活発化のために必要だと思うことについては、「活動に気軽に参加できる

雰囲気があること」、「活動内容に関する情報がよく伝わること、よくわかること」、

「活動経費などに対する援助があること」がともに４団体で最も多くなっています。 

 
単位：件数（件）／構成比（％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③地域の中での問題点・不足していると思うこと 

地域の中での問題点・不足していると思うことについては、「近所付き合いが減

っていること」が４団体で最も多く、次いで「ひとり親家庭、障害者（児）家庭へ

の偏見があること」、「助け合い、支え合いは必要ないと思う人が多いこと」がとも

に３団体となっています。 

 
単位：件数（件）／構成比（％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

項目 件数 構成比

近所や地域の人同士で少しでも面識や付き合いがあること 3 60.0

活動に気軽に参加できる雰囲気があること 4 80.0

活動内容に関する情報がよく伝わること、よくわかること 4 80.0

地域活動やボランティア・ＮＰＯ活動の趣旨をよく啓発すること 2 40.0

家族や職場が活動に理解があること 3 60.0

共に活動する仲間や友人が多いこと 2 40.0

地域の中で活動したい人を活動の場にコーディネートできること 3 60.0

地域活動やボランティア・ＮＰＯ活動の知識や技術を学ぶ機会や体験の機会があること 2 40.0

活動経費などに対する援助があること 4 80.0

表彰制度があること 1 20.0

相談できる窓口があること 2 40.0

活動のリーダーを育成すること 2 40.0

その他 0 0.0

無回答 0 0.0

総回答数 32 640.0

回答者数 5 100.0

項目 件数 構成比

近所付き合いが減っていること 4 80.0

地域活動に参加しにくい雰囲気があること 1 20.0

ひとり親家庭、障害者（児）家庭への偏見があること 3 60.0

他人に干渉されプライバシーが守られないこと 0 0.0

日中、地域を離れている人が多いこと 2 40.0

地域に関心のない人が多いこと 2 40.0

地域活動への若い人の参加が少ないこと 2 40.0

地域での交流機会が少ないこと 2 40.0

助け合い、支え合いは必要ないと思う人が多いこと 3 60.0

その他 0 0.0

無回答 0 0.0

総回答数 19 380.0

回答者数 5 100.0
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④障害のある人への住民の理解を深めるために必要な取組 

障害のある人への住民の理解を深めるために必要な取組については、「障害に関

する講演会や研修会の開催」が５団体で最も多く、次いで「障害や障害者問題に関

する広報・啓発活動の推進」、「障害のある人へのボランティア活動の推進」、「障害

のある人と町民との交流を通じての理解の促進」、「障害のある人の積極的な社会へ

の進出」がともに４団体となっています。 

 
単位：件数（件）／構成比（％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

項目 件数 構成比

障害や障害者問題に関する広報・啓発活動の推進 4 80.0

障害に関する講演会や研修会の開催 5 100.0

障害への理解を深めるために活動する市民団体などへの支援 3 60.0

障害のある人へのボランティア活動の推進 4 80.0

障害のある人と町民との交流を通じての理解の促進 4 80.0

学校等における人権教育の充実 3 60.0

障害のある人の積極的な社会への進出 4 80.0

福祉施設、教育機関等と地域住民との日常的な交流 3 60.0

わからない 0 0.0

特にない 0 0.0

その他 1 20.0

無回答 0 0.0

総回答数 31 620.0

回答者数 5 100.0
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⑤上里町が福祉のまちづくりを充実していくうえで、優先して充実すべき取組 

上里町が福祉のまちづくりを充実していくうえで、優先して充実すべき取組につ

いては、「高齢者や障害のある人が地域で活動できる機会をつくる」が５団体で最

も多く、次いで「隣近所など、周囲の理解と協力による見守りなどの支援を行う」、

「住民がお互いに助け合い、支え合うまちづくりを進める（住民同士や行政との協

力等）」がともに４団体となっています。 

 
単位：件数（件）／構成比（％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

項目 件数 構成比

隣近所など、周囲の理解と協力による見守りなどの支援を行う 4 80.0

ボランティア団体など町民活動への援助を充実させる 3 60.0

高齢者や障害のある人が地域で活動できる機会をつくる 5 100.0

人が集まり、気軽に相談できる場を充実させる 3 60.0

健康や福祉についての情報提供を充実させる 2 40.0

住民がお互いに助け合い、支え合うまちづくりを進める（住民同士や行政との協力等） 4 80.0

健康づくりや生きがいづくりが盛んなまちづくりを進める 2 40.0

自宅での生活を支援する在宅福祉サービスを充実させる 3 60.0

高齢者、障害のある人、児童の施設サービスを充実させる 3 60.0

安心して子どもを生み育てられる子育て環境を充実させる 2 40.0

手当てなど経済的な援助を充実させる 1 20.0

ボランティア活動やＮＰＯ活動への支援（参加促進・援助など） 2 40.0

公共交通の利便性の確保を進める 1 20.0

道路の段差解消など、バリアフリー化を進める 3 60.0

その他 0 0.0

無回答 0 0.0

総回答数 38 760.0

回答者数 5 100.0
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⑥誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる地域づくりを進めるための課題や困っ

ていることに関するご意見 

自由記述の内容 

・障害者や高齢者等に対して 24 時間の支援体制の整備が必要だと考えます。 

・精神障害を持つ人のご家族が、困っている状況を明らかにできず、悩んでいる人が多くいる

と感じています。 

・引きこもりの人たちが相談できる場所づくりや、支援体制が必要だと考えます。 

・福祉・介護職の人材不足が課題となっています。 

・新型コロナウイルス感染症の影響により、隣近所・地域の交流が減少していると感じます。 

 

 

⑦上里町の地域福祉分野の取組を充実していくために、行政や社会福祉協議会、地

域等に対するご意見・ご要望 

自由記述の内容 

・手話言語条例の制定を要望します。 

・上里町が障害者計画に力を入れていると感じました。引き続き障害者がいきいきと安心して

暮らせるようなまちづくりを推進して下さい。 

 

 

⑧今後の障害者（児）福祉活動等への参画に対する考え 

自由記述の内容 

・障害者（児）に対する理解を深め、差別のない社会をつくってほしい。 

・障害を持って生活している人に対して、社会全体が不自由さを少しでもカバーし、胸を

張って生きていける世の中になるように手助けをしたいと考えます。 

・障害者（児）、家族、職員が気軽に集まれる場所があると良いと考えます。 
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第３章 

計画の基本的な考え方 
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１ 基本理念 
 

国の障害者基本計画では、障害の有無に関わらず、等しく基本的人権を享有す

るかけがえのない個人として尊重されるという理念にのっとり、すべての国民が、

障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いな

がら共生する社会の実現を目指しています。 

本計画の基本理念は、町の上位計画である「第５次上里町総合振興計画後期基

本計画」の障害者福祉の項目で、「目標とする姿」として掲げた「障害者（児）が

地域で支えられながら、いきいきと自立して暮らしています。」とする考え方を踏

まえ、障害のある人もない人も、共に支え合う社会づくりを目指す「ノーマライ

ゼーション※」の理念のもと、誰もが互いを尊重しながら社会の一員として参加す

るとともに、障害者の自己実現の支援に向け町民と行政が一体となって取り組む

ことが、住み慣れた地域で安心して生活できるまちづくりの実現につながること

から、本計画の基本理念を次のとおり定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ノーマライゼーション…障害のある人の住居、教育、労働、余暇などの生活を可能な限り障害のない人の

生活と同じようにすることで、障害のある人が障害のない人と同等に生活し活動

する社会を目指す理念。 

 

 

  

【基本理念】 

～ ともに生きるまちづくりを目指して ～ 
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２ 基本目標 
 

本計画の基本理念を実現するため、５つの基本目標を定め、施策を推進します。 
 

基本目標１ 理解と共感の推進 

障害のある人に対する社会の偏見や差別といった社会的障壁が取り除かれ

るよう、障害者差別解消法の趣旨に基づき、差別解消に向けて取り組みます。

福祉教育等を通じて、障害や障害のある人に対する理解を深めるための啓発活

動を、より一層推進していきます。また、障害者虐待防止法に基づき、障害の

ある人への虐待を防止するとともに、障害のある人の権利擁護のための取組を

推進します。 

基本目標２ 地域での暮らしを支える生活支援の充実 

障害のある人の地域での生活（暮らし）を支えるため、相談支援体制の強化

や適正な障害福祉サービス等の提供に努めます。さらに、保健・医療との連携

を図りながら、地域生活支援拠点の整備について検討するなど、地域社会全体

でサポート体制の構築に努めます。 

基本目標３ 個性に応じた療育・保育・教育の充実 

一人ひとりの障害の状況に応じ、家庭や専門機関などとの連携を図りながら、

適切な環境の中で保育が受けられるよう、より一層の早期療育を推進します。

そのために、保育所や幼稚園等関係機関との連携を密にし、相談指導体制の充実

を図るとともに、障害児の受け入れ体制の整備や学習の機会の確保に努めます。

また、保健・医療・福祉、教育、就労等の連携を強化し、子どものライフス

テージに応じた適切な支援の充実を図ります。 

基本目標４ 社会参加の拡充 

障害のある人が、適性と能力に応じて可能な限り仕事を持ち、継続して働け

るように、雇用・就労支援の充実を図ります。また、障害のある人の多様な社

会活動への参加を促進するため、文化芸術活動やスポーツ・レクリエーション

活動の振興、交流機会の拡充、移動支援などに取り組みます。 

基本目標５ 安全・安心で暮らしやすいまちづくりの推進 

障害のある人はもとより、誰もが安心して暮らせるようにバリアフリーやユニ

バーサルデザインの視点を踏まえたまちづくりや情報提供の充実、居住支援を推

進します。また、地域住民や関係機関との連携を図りながら、災害時の避難支援

や防犯対策に取り組みます。  
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３ 施策の体系 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(１) 広報・啓発活動の推進 

(２) 福祉教育や交流機会の充実 

(３) 差別の解消と権利擁護の推進 

(４) ボランティアの育成及び活動の

支援 

(１) 相談支援体制の充実 

(２) 地域生活を支えるサービスの 

充実 

(１) 切れ目のない支援体制の充実 

(１) 雇用・就労の支援 

(２) 社会参加の促進 

１．理解と共感の推進 

２．地域での暮らしを支

える生活支援の充実 

３．個性に応じた療育・

保育・教育の充実 

４．社会参加の拡充 

５．

 (２) 安心して暮らせる住まいの確保 

(３) 防災・防犯・感染症対策等の推進 

 

～ 

と
も
に
生
き
る
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
て 

～ 
(２) 個性や特性に応じた能力を伸ば

す教育の推進 

(１) バリアフリー・ユニバーサルデ

ザインの推進 

(３) 地域の保健・医療体制の充実 

基本理念 基本目標 施策 
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基本目標１ 理解と共感の推進 
 

 

（１）広報・啓発活動の推進 

障害の有無にとらわれることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共

生する社会を実現するためには、町民一人ひとりが障害のある人にとって日常生

活や社会生活を営むうえで、制約となっている社会的障壁を十分に理解すること

が必要です。 

 

＜アンケート調査結果より＞ 

●今、困っていること 

選択肢：障害に対する理解を深めるための教育・周知が充実していないこと 

・全体 ................................ 5.2％ 

・身体障害者.................. 3.2％ 

・知的障害者.................. 9.7％ 

・精神障害者............... 13.2％ 

・難病患者 ...................... 4.3％ 

・18 歳未満 ................ 12.9％ 

全体の結果では、5.2％であるものの、精神障害者

及び 18 歳未満では、障害に対する理解を深める

ための教育・周知が充実していないと感じている

方が多い傾向にあります。 

 

＜施策の方向＞ 

●障害や障害のある人への理解を深めるため、啓発活動を推進します。 

 

＜具体的施策＞ 

施策名 施策の内容 担当課 

啓発活動の推進 障害者の理解を深め、ノーマライゼーションの

社会実現のため、「広報かみさと」やホームペー

ジ、パンフレット、SNS 等の多様な広報媒体を

活用して、広報・啓発活動を推進します。 

町民福祉課 

総務課 

町の広報紙やホーム

ページ等、障害者の

利用にも配慮した構

成への改善 

町の広報紙やホームページ等で、文字の大きさ

やレイアウトなど、障害者の利用にも配慮した

構成への改善を進めます。 

町民福祉課 

総務課 

関係機関との連携体

制の強化 

社会福祉協議会、各事業所等と課題を共有する

など連携を強化し、福祉に対する理解の促進を

図ります。 

町民福祉課 

社会福祉協議会 

   



第４章 施策の展開 

52 

（２）福祉教育や交流機会の充実 

障害者の人権が尊重され、その能力が発揮できる共生社会を実現するためには、

障害や障害者に対する理解を深め、「こころのバリアフリー」を育て広げていく必

要があります。 

そのためには、幼い頃からの福祉教育や障害者との交流活動を推進することが、

子どもの豊かな人間性を育成するうえで大きな意義があるものであり、同じ社会

に生きる人間として、お互いを正しく理解し、助け合い、支え合って生きていく

ことの大切さを学ぶ重要な機会であると考えています。 

これまで、学校教育の場において、児童・生徒が自らも社会の一員であること

を自覚し、よりよい社会づくりに参画する意欲を高めるための福祉教育を推進し

てきました。また、思いやりや助け合いのこころを育成するために、ボランティ

ア活動や社会貢献活動への参加の促進を図り、地域の関係機関との連携や特別支

援学校との交流、共同学習を推進してきましたが、より一層の充実を図る必要が

あります。 

平成 28 年４月には、障害者差別解消法が施行され、障害のある児童・生徒と

障害のない児童・生徒が共に学ぶ仕組みである「インクルーシブ教育」の実現に

は、特別支援教育への理解を深めることが求められています。 

今後、学校教育の場において、このような動きに対応した福祉教育を計画的に

推進していきます。また、障害のある人とのコミュニケーションを図ることによ

り、互いに理解し合い、障害のある人もない人も地域で交流できるようなまちづ

くりを推進していきます。 

 

＜アンケート調査結果より＞ 

●障害のある人への理解を深めるために必要だと思うこと 

上位３位の選択肢 

第１位 障害のある人と接する機会を日頃から多く持つ ...................................... 27.1％ 

第２位 学校のカリキュラムの中で、福祉教育を行う .......................................... 26.6％ 

第３位 各種行事への参加を通じて障害のある人への理解を高める.............. 20.1％ 

障害のある人と接する機会を持つことや、学校での福祉教育を行うことにより、障

害への理解が促進されることが求められています。また、各種行事への参加を通じ

て障害のある人への理解を高めると考えている方も多いことから、町民の各種行事

への参加を促進する取組も必要であると考えられます。 

 

＜施策の方向＞ 

●福祉教育や交流活動を通じて、「こころのバリアフリー」を育みます。 
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＜具体的施策＞ 

施策名 施策の内容 担当課 

福祉教育の推進 保育所や幼稚園において、障害児と障害のない

児童がふれあい、共に活動する機会を設け、社

会参加意欲と思いやりの心を育みます。 

子育て共生課 

学校教育課 

福祉教育体制の整備

と充実 

福祉教育を推進するうえでは、学校教育に携わ

る教職員の福祉に対する理解が必要になって

くるため、研修や情報交換等の機会の場を設

け、教職員の理解を深め、充実した福祉教育に

努めるとともに、福祉教育を積極的に推進しま

す。 

学校教育指導室 

福祉教育の推進 学校教育の場において、児童・生徒の発達段階

に応じ、福祉についての理解を深める指導を行

うとともに、障害のある児童・生徒とそうでな

い児童・生徒が互いに活動する場・学べる場を

つくり、互いに認め合い、助け合い、支え合う

心を育むことで、豊かな人間性を育成します。 

学校教育指導室 

福祉教育の実施 各教科、総合的な学習の時間及び特別活動等に

おいて、地域の人々や社会福祉施設等の理解・

協力を得ながら福祉教育を実施し、体験活動を

通じて、知・徳・体の調和のとれた人間形成を

図ります。 

学校教育指導室 

交流・ふれあいの場

の拡大及び支援 

障害者スポーツ等を通じた社会参加の推進な

ど様々な行事やイベントに際し、障害者に配慮

した企画や環境づくりを行い、障害のある人と

ない人がふれあえる場の提供を行います。 

町民福祉課 

社会福祉協議会 

福祉に関する各種事

業の推進 

講演会や作品発表の場、各種行事の開催を推進

します。 

町民福祉課 

社会福祉協議会 

障害者理解に関する

講座や講演会等の開

催 

町民の福祉意識を高めるため、生涯学習や地域

活動において、障害者理解に関する講座や講演

会等の開催を進めます。 

生涯学習課 
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（３）差別の解消と権利擁護の推進 

平成 28 年４月には、障害を理由とする差別の解消を推進することにより、す

べての人が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊

重し合いながら共生する社会の実現を目指す「障害を理由とする差別の解消の推

進に関する法律（障害者差別解消法）」が施行され、行政サービス等における合理

的配慮を行い、障害を理由とする差別の解消の推進に取り組む必要があります。 

権利擁護の推進では、自分自身で選択や責任ある決定をすることが困難な人の

ために、本人の人権や利益などを擁護する役割を担う家族や支援者などが本人の

意思を理解したうえで代弁、代行できる体制整備が必要です。平成 29 年３月に

は成年後見制度利用促進基本計画が閣議決定され、保健・医療・福祉の連携だけ

でなく、新たに専門職等も含めた連携の仕組み（権利擁護支援の地域連携ネット

ワーク）の構築が求められています。本町の福祉部門計画である上里町地域福祉

計画、上里町高齢者福祉計画など、成年後見制度の利用促進に関連する他計画と

の整合を図りながら、成年後見制度の普及・啓発の推進、地域連携ネットワーク

の構築、相談窓口の設置など、成年後見制度の利用促進に係る取組を強化します。 

また、障害者に対する虐待の禁止等を目的として、平成 24 年 10 月に「障害

者虐待防止法」が施行されました。関係機関や地域住民のネットワーク体制を構

築し、虐待を早期に発見する体制を整えることが必要です。 

 

＜アンケート調査結果より＞ 

●日常生活の中で障害を理由とした差別や偏見を感じたこと 

選択肢：「よく感じる」と「ときどき感じる」の合計値 

・全体 ............................. 22.0％ 

・身体障害者 .............. 17.9％ 

・知的障害者 .............. 35.5％ 

・精神障害者 .............. 39.4％ 

・難病患者 ................... 23.9％ 

・18 歳未満................ 38.7％ 

全体の結果では、約２割であるものの、知的障害者

及び精神障害者、18 歳未満においては約４割と、

差別事象の経験が多い傾向がみられます。 

 

＜施策の方向＞ 

●障害のある人の人権を守り、差別の解消を推進します。 

●障害のある人の人権を守るため、成年後見制度の周知及び制度利用のための支

援を行います。 

●障害のある人の尊厳を傷つける様々な虐待の防止策に努めます。 
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＜具体的施策＞ 

施策名 施策の内容 担当課 

成年後見制度利用支

援と権利擁護の推進 

障害者の意見を尊重し、自立した生活を支援す

るため、人権や財産保全等、権利擁護に関する

「成年後見制度」や「日常生活自立支援事業」（埼

玉県社会福祉協議会）などの実施を促進します。 

成年後見相談ダイヤル事業を実施し、対象者の

状況に応じて関係機関と連携し、相談・利用の

推進に努めます。 

広報紙への成年後見制度や成年後見相談ダイ

ヤルのお知らせの掲載等により周知を図るほ

か、総合相談支援業務において成年後見制度が

必要な方や親族等に対し、引き続き制度の説明

を行います。 

高齢者いきいき課 

町民福祉課 

社会福祉協議会 

日常生活自立支援事

業（あんしんサポー

トねっと）の実施 

障害のある人が地域で安心して自立した生活

を送ることができるよう、暮らし、福祉などに

関する相談に対応します。福祉サービス利用の

援助や、預貯金通帳及び印鑑などの保全、日常

的な金銭管理等を支援します。 

社会福祉協議会 

障害者虐待防止対策 障害のある人の虐待に気づいた方や本人が、速

やかに通報する意識を持てるよう、障害者虐待

防止法の意識啓発を推進します。 

また、通報により早めの対応や支援に努め、虐

待を受けている方だけでなく、その家族が抱え

る問題の解決につなげていきます。 

町民福祉課 

児童虐待の早期発

見・対応の体制の強

化 

児童虐待の未然防止、早期発見・対応及び再発

防止の継続的サポートを行うため、「要保護児

童対策地域協議会」の機能を強化して関係機関

との連携を図ります。また、令和４年度より「子

ども家庭総合支援拠点」を整備して、相談支援

体制の充実を図ります。 

子育て共生課 

障害者差別解消の推

進 

障害者及び関係者からの差別に関する相談に

応じ、関係機関との連携を図ります。 

障害のある人の差別解消への理解を深めるよ

う、町民や企業にも広く周知し、社会全体で障害

のある人の差別解消と合理的配慮の提供の取り

組みが展開されるよう努めます。また、広報紙や

町ホームページなどで周知・啓発を図ります。 

町民福祉課 

総務課 
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施策名 施策の内容 担当課 

障害者差別解消法の

浸透 

障害者差別解消法の趣旨を踏まえ、社会全体で

障害のある人の差別解消と合理的配慮につい

ての理解を深めるため、職員等を対象とした、

障害理解に関する研修内容と参加機会の充実

を図ります。 

総務課 
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（４）ボランティアの育成及び活動の支援 

ボランティア団体や障害者団体は、障害のある人が地域で生活をしていくうえ

で重要な役割を担っています。障害のある人が、住み慣れた地域で安心して生活

していくためには、必要に応じて公的なサービス（公助）を利用するほか、障害

のある人やその家族（自助）、あるいは住民同士（互助）、社会保険制度など（共

助）が支えていく必要があります。日常生活の中で生まれる障害のある人の様々

なニーズに対して、自助・互助・共助・公助を柔軟に組み合わせながら、地域全

体が連携して取り組むことが重要となっています。 

 

＜アンケート調査結果より＞ 

●興味を持っている活動 

選択肢：障害者団体の活動 

・全体 ................................ 3.3％ 

・身体障害者.................. 2.3％ 

・知的障害者.................. 9.7％ 

・精神障害者.................. 7.9％ 

・難病患者 ...................... 4.3％ 

・18 歳未満 ................... 6.5％ 

障害者団体の活動に対する興味について、障害種

別でみると、知的障害者が最も多く、次いで精神障

害者、難病患者となっています。また、児童のほう

が、障害者団体への活動に対して、興味を持ってい

る方が多い傾向がみられます。 

 

＜施策の方向＞ 

●社会福祉協議会等と連携し、ボランティア活動を促進します。 

●地域で中心となる人材の育成や活動の場の確保、活動の情報提供等により、地域

で支え合う風土を醸成します。 

 

＜具体的施策＞ 

施策名 施策の内容 担当課 

ボランティアの活動

支援 

ボランティア個人・団体及び障害者のサークル

活動等に対して、活動の場や情報提供、活動上

の相談支援等を行います。 

また、ボランティア活動をしたい人とボランテ

ィアに来て欲しい人をつなぎます。 

町民福祉課 

社会福祉協議会 

ボランティア育成の

推進 

ボランティアコーディネーターの設置などに

より、多くの町民がボランティア活動に積極的

に参加できるよう支援します。ボランティアを

始めようとする人のために、ボランティア講座

や研修を開催します。 

社会福祉協議会 
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施策名 施策の内容 担当課 

地域福祉活動・在宅

福祉サービスの推進 

地域における福祉活動を進めるため、上里町社

会福祉協議会による活動を促進します。 

日常生活自立支援事業／学校等における福祉

教育の促進／在宅福祉サービスの促進 など 

町民福祉課 

社会福祉協議会 

民生委員・児童委員

の活動推進 

民生委員・児童委員による相談活動、福祉サー

ビス等の情報提供など、身近な地域における活

動を促進します。 

町民福祉課 

社会福祉協議会 
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基本目標２ 地域での暮らしを支える生活支援の充実 
 

 

（１）相談支援体制の充実 

障害のある人が、必要なサービスや支援を主体的に選択でき、地域で安心して

暮らし、個人の尊厳にふさわしい充実した地域生活や社会生活を営むことができ

るよう、地域生活に関する様々な情報提供や支援を一層充実していくとともに、

複雑化・多様化する生活課題に総合的かつ専門的に対応できるよう、相談支援体

制の充実が必要です。 

 

＜アンケート調査結果より＞ 

●悩みごとや心配ごとがある時の相談状況 

選択肢：「あまり相談できていない」と「全く相談できていない」の合計値 

・全体 ............................. 15.1％ 

・身体障害者............... 14.5％ 

・知的障害者............... 12.9％ 

・精神障害者............... 25.0％ 

・難病患者 ................... 23.9％ 

・18 歳未満 ................... 9.7％ 

相談が（あまり）できていない状況は、障害種別で

みると、精神障害者が最も多く、次いで難病患者、

身体障害者となっています。また、18 歳未満にお

いては約１割が、相談が（あまり）できていない状

況となっています。 

 

●悩みごとや心配ごとがあるのに、相談ができていない理由 

上位３位の選択肢 

第１位 気軽に相談できる人がいない ............................................................................ 51.0％ 

第２位 コミュニケーションを取るのが難しい ......................................................... 41.7％ 

第３位 身近に相談できる場所がない ............................................................................ 28.1％ 

相談ができていない理由は、気軽に相談できる人がいないことや、コミュニケーシ

ョンが困難という理由が上位に挙げられていますが、障害種別により理由も異なる

傾向がみられることから、障害種別に応じた相談支援が必要であると考えられます。 

 

＜施策の方向＞ 

●障害のある人やその家族が地域で安心して生活ができるように、総合的かつ専

門的な相談支援が行える体制整備に努めます。 
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＜具体的施策＞ 

施策名 施策の内容 担当課 

総合相談支援体制の

整備 

地域住民の複雑化・複合化したニーズに対応す

るため、町内外の相談支援関係機関や庁内関係

課との連携を図り、障害者が抱える課題や複合

的課題に対応できるよう総合相談支援体制を

整備します。 

町民福祉課 

高齢者いきいき課 

子育て共生課 

健康保険課 

児玉郡市障害者自立

支援協議会への参加 

児玉郡市障害者自立支援協議会にて、各市町や

各事業所等と連携し、相談支援体制の強化に努

めます。 

町民福祉課 

専門相談窓口・関係

機関の周知 

障害・難病・高次脳機能障害の専門相談や情報

提供を実施する埼玉県総合リハビリテーショ

ンセンター等関係機関の周知を図ります。 

町民福祉課 

障害者相談支援事業 障害者の様々な相談に応じるため、児玉郡市１

市３町にて３法人に相談業務を委託し、障害者

への幅広い相談支援に努めます。 

町民福祉課 

障害者相談員の設置 障害者相談員を設置し、障害者又はその家族等

からの相談に応じ、必要な指導助言等を行うこ

とにより、障害者又はその家族等への支援の向

上を図ります。 

町民福祉課 

生活困窮に関する相

談 

社会福祉協議会やアスポート相談支援センタ

ーと連携し、適切に対応していきます。 

町民福祉課 

手話講習会の推進 日常生活の場面で活用できる簡単な手話表現

を学ぶとともに、聴覚障害者の自立と社会参加

及び障害者への理解促進のための手話講習会

を開催します。 

社会福祉協議会 
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（２）地域生活を支えるサービスの充実 

本町では、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス等の円滑な提供に努め

ていますが、社会資源が限られている中、高齢化や核家族化の進行、親亡き後な

ど、今後もサービスに対するニーズは増加し、ますます多様化することが予想さ

れます。 

平成 30 年４月には、一部改正された「障害者総合支援法」と「児童福祉法」

が施行され、障害のある人の多様化するニーズにきめ細かく対応するための支援

の拡充を目的とし、サービスの質の確保・向上を図り、障害のある人が真に必要

とする障害福祉サービス等を提供していくことが必要となりました。 

また、障害のある人が生活の安定を図るためには、障害のある人のライフステー

ジに合わせた支援が重要であるため、福祉サービスの利用方法や各種手当などを

わかりやすく周知していく必要があります。 

 

＜アンケート調査結果より＞ 

●今、困っていること 

上位３位の選択肢 

第１位 生活費が厳しく経済的に困っている .............................................................. 13.6％ 

第２位 障害のある人の働く場の確保や就労の定着が図られていないこと ....... 11.3％ 

第３位 身近な相談場所がないこと ................................................................................. 10.3％ 

今、困っていることでは、日常生活を営むうえでの生活費や、働く場の確保及び就

労の定着に対する内容が上位に挙げられていることから、生活状況に応じた多様な

支援を提供する必要があると考えられます。 

 

＜施策の方向＞ 

●障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく障害福祉サービスをはじめ、障害のあ

る人の地域生活を支援する各種サービスの提供基盤の整備・拡充を目指します。 

●障害のある人の経済的自立と、その家族の生活の安定を図ります。 
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＜具体的施策＞ 

施策名 施策の内容 担当課 

障害福祉サービス等

の充実 

障害福祉サービス等の提供により、障害のある

人の地域生活を支援します。 

サービスの提供にあたっては、日中活動の場の

充実や事業者との連携強化を図るなど、充実し

たサービスの提供に努めます。 

また、一人暮らしへの移行を希望する知的障害

又は精神障害のある人などに対する自立生活

支援や、重度障害のある人又は医療的ケアが必

要な人に対する支援の充実に努めます。 

町民福祉課 

社会福祉協議会 

地域生活支援事業の

推進 

障害者総合支援法では、市町村が地域で生活す

る障害のある人のニーズを踏まえ、地域の実情

に応じて柔軟に実施する事業として、地域生活

支援事業を位置づけています。地域で生活する

障害のある人の自立した日常生活や社会生活

の充実を図ります。 

町民福祉課 

高齢障害者等への支

援体制の強化 

高齢者になっても、必要なサービスが切れ目な

く利用できるように、障害福祉サービスと介護

保険サービスの連携を強化します。 

町民福祉課 

高齢者いきいき課 

障害年金及び各種手

当の情報提供の強化 

障害者の生活の安定に寄与している障害基礎

年金、特別障害者手当、障害児福祉手当等につ

いて、障害者に対して各種手当てに関する情報

提供の強化を図ります。 

健康保険課 

町民福祉課 

子育て共生課 

経済的支援の充実 補装具費支給制度、日常生活用具給付制度、各

種運賃や料金割引等に関する情報提供の強化

を図ります。 

町民福祉課 

福祉機器貸与事業の

推進 

車いす等、福祉機器の貸出の充実を図ります。 社会福祉協議会 

生活福祉資金貸付制

度の推進 

上里町社会福祉協議会で実施している「生活福

祉資金貸付制度」（埼玉県社会福祉協議会受託

事業）の周知を図り、効果的な活用を促進しま

す。 

社会福祉協議会 

町民福祉課 
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（３）地域の保健・医療体制の充実 

「上里町健康づくり推進総合計画」に基づき、各種保健事業の実施を通じて、

障害の原因となる疾病等の早期発見・早期療養及び重症化予防などに努める必要

があります。 

また、障害のある人が安心して生活を送るためには、それぞれの障害のある人

の特性に合った保健・医療・リハビリテーションなどの相談に応じられる環境が

求められています。保健所や近隣市町と連携した医療情報の収集や情報提供体制

の強化などにより、保健・医療体制の充実を図り、包括的な支援体制を構築する

とともに、必要な医療を継続的に受けられるよう、各種医療費の負担軽減を図る

必要があります。 

 

＜アンケート調査結果より＞ 

●今、困っていること 

選択肢：障害のある人が適切に医療を受けられる体制が整備されていないこと 

・全体 ................................ 7.2％ 

・身体障害者.................. 6.7％ 

・知的障害者............... 10.8％ 

・精神障害者.................. 6.6％ 

・難病患者 ................... 13.0％ 

・18 歳未満 ................ 25.8％ 

全体の結果では、7.2％であるものの、知的障害者

及び難病患者では１割を超えている状況です。ま

た、18 歳未満では、約３割の方が困りごととして

感じていることから、特に障害のある児童が適切

な医療が提供される体制を望んでいることがわか

ります。 

 

＜施策の方向＞ 

●ライフステージごとに健康づくりに向けたアプローチを行い、町民一人ひとり

が自らの健康について考え、行動することができるよう取り組んでいきます。 

●障害のある人が安心して医療機関で受診できるように、保健所、医師会、歯科医

師会、関係機関、近隣市町と協力しながら、保健・医療体制の充実に努めます。 
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＜具体的施策＞ 

施策名 施策の内容 担当課 

疾病・障害等の早期

発見・早期対応の推

進 

乳幼児健康診査を実施し、疾病・障害等の早期

発見、早期対応を図り発達支援を推進します。 

健康保険課 

各種検診事業の推進 生活習慣病の予防・改善のために健康診査及び

がん検診事業を実施します。また、受診率向上

に努めます。 

健康保険課 

健康づくり・介護予

防普及啓発 

関係課との連携により、個々の心身機能の低下

を予防し、健康状態を把握して生活習慣病の悪

化防止・改善を図るとともに、健康相談・健康

教育などを実施します。 

高齢者いきいき課 

健康保険課 

心の健康の保持増進 心の病気を心配している人やその家族等に対

して相談支援を行い、心の病気の早期発見に努

め、医師や専門家等へつなげるなど、心の健康

の保持増進を図ります。 

町民福祉課 

健康保険課 

障害に対する適切な

医療費給付制度の充

実 

①自立支援医療制度 

医療費の自己負担額を軽減し、障害のある人

が自立した生活を営むことができるよう、適

正な医療給付を実施します。 

②重度心身障害者医療費の助成 

重度障害のある人やその家族が安心して受

診できるよう医療費の自己負担を助成し、経

済的負担の軽減を推進します。 

町民福祉課 

連携体制の推進 地域全体で総合的かつ効率的に各種在宅サー

ビスを提供できる体制の構築に努めます。 

町民福祉課 

高齢者いきいき課 

社会福祉協議会 

緊急通報システム事

業 

病気により急な発作の恐れがあり、常時注意を

要する一人暮らしの高齢者や重度身体障害者

に対し、緊急通報システムの貸与を行います。 

高齢者いきいき課 
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基本目標３ 個性に応じた療育・保育・教育の充実 
 

 

（１）切れ目のない支援体制の充実 

乳幼児期から学齢期、成年期、高齢期に至るまで、障害のある人が地域の中で、

いきいきと成長し、その人らしく自立した生活を実現するために、保健・医療・

福祉、教育、就労等の連携を強化し、それぞれのライフステージに応じた切れ目

のない支援を得ることが必要です。 

障害のある子どもの保護者は、子どもの発育・発達や将来の生活、介助者がい

なくなることなど、様々な不安や心配を抱えています。 

障害のある子ども一人ひとりの個性を生かしながら将来の自立を見据えて、子

ども本人に対する支援のほか、保護者に対しても、第一の療育者として精神的な

支援や療育についての指導を行うなど、療育相談支援の充実を図る必要がありま

す。 

 

＜アンケート調査結果より＞ 

●今、困っていること 

選択肢：乳幼児期の障害の早期発見や適切な療育が充実していないこと 

・全体 ................................ 1.6％ 

・身体障害者.................. 0.6％ 

・知的障害者.................. 8.6％ 

・精神障害者.................. 5.3％ 

・難病患者 ...................... 0.0％ 

・18 歳未満 ................ 16.1％ 

乳幼児期における障害の早期発見や適切な療育に

ついては、特に知的障害者及び 18 歳未満で充実

していないと考える方が多い傾向がみられます。 

 

＜施策の方向＞ 

●関係機関との連携により、障害のある子どもの支援体制の強化を図ります。 

●適切な発育・発達支援につなげられるように、疾病や障害の早期発見、早期療

育、相談体制の強化等に努めます。 
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＜具体的施策＞ 

施策名 施策の内容 担当課 

切れ目ない相談・支

援体制の整備 

発達等の遅れのある乳幼児の保護者等に対し

て連続した支援体制を図るとともに、乳幼児期

から学齢期にかけて連携した相談体制がとれ

るよう努めます。 

障害福祉サービスである「相談支援事業所」の

利用により、保護者の不安などの相談に応じ、

児童の適性に合ったサービス等利用計画を作

成し、その後の適切な福祉サービスへとつなげ

ます。 

また、障害福祉サービス事業所等との意見交換

会、本庄特別支援学校との卒業後の進路に向け

ての検討会、ハローワークとの就労支援の連携

等に努めます。 

町民福祉課 

健康保険課 

学校教育指導室 

乳幼児期の発達に関

する相談の充実 

運動、精神発達の遅れがあり経過観察になった

乳幼児に対し、理学療法士、言語聴覚士、臨床

心理士による個別相談を実施し、必要に応じて

適切な医療や療育へつなげていきます。 

健康保険課 

子どもの発達支援巡

回事業 

発達障害児など発達が気になる子ども（以下

「発達障害児等」という。）への早期支援を推進

するため、発達障害の専門的な知識を有する者

が上里町内の保育所・幼稚園・地域子育て支援

センターを巡回し、保育士等に対して発達障害

児等及びその保護者への支援手法についての

助言・指導を行います。 

町民福祉課 

障害児の保育・教育

の推進 

集団保育・教育が可能な障害児について、社会

への適応力を効果的に伸ばすため、保育士等の

研修会への参加を促します。 

子育て共生課 

保育所における障害

のある児童の受け入

れの推進 

必要に応じて保育所での加配保育士の配置や

障害のない児童との統合保育を進めます。 

子育て共生課 

学童保育における障

害のある児童の受け

入れの推進 

学童保育について、障害児の受け入れ体制を整

えるため、指導員研修の充実や状況に応じた指

導員の増員等を推進します。 

子育て共生課 

障害児福祉サービス

の推進 

児童福祉法に基づく障害児通所支援の給付を

継続し、障害の程度やその人の状態に応じた活

動場所の確保に努めます。 

町民福祉課 
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施策名 施策の内容 担当課 

障害児の療育の推進 身体障害者手帳の交付対象とならない軽度又

は中等度の難聴児に対して、補聴器の購入費用

の一部を補助することにより、言語の習得等、

難聴児の健全な発達を支援するため、難聴児補

聴器購入費補助事業を実施します。 

町民福祉課 
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（２）個性や特性に応じた能力を伸ばす教育の推進 

障害のある子どもの能力や可能性を最大限に伸ばし、自立した社会生活を送る

ために必要な力を培うためには、一人ひとりの個性や障害の状態などに応じた教

育・保育が求められており、その実現には、教職員の特別支援教育に対する理解

や指導力を高めていく必要があります。 

また、共生社会の実現に向けては、障害のある子どもと障害のない子どもが共

に学ぶインクルーシブ教育システムの理念を踏まえ、特別支援教育の一層の充実

と学校や地域における支援体制の構築を推進していく必要があります。 

 

＜アンケート調査結果より＞ 

●通園・通所・通学上で不安に感じること 

上位３位の選択肢（※その他の回答結果を除く） 

第１位 周囲の人の障害に対する理解が不足している .......................................... 22.7％ 

第２位 支援体制が整っていない ...................................................................................... 11.4％ 

第３位 施設・設備が整っていない ..................................................................................... 4.5％ 

第３位 保育や授業の内容が、個々の障害の程度に配慮したものになっていない ............. 4.5％ 

不安に感じることでは、周囲の人の障害に対する理解が不足していると感じている

方が多いことから、引き続き、あらゆる機会を通じて障害に対する理解を深めてい

く必要があります。また、支援体制という視点では、能力や障害の状況にあった教

育や、就学相談及び進路指導など、ライフステージに合わせた支援体制の充実が求

められています。 

 

＜施策の方向＞ 

●希望に沿った子育て支援等の利用ができるよう、保育所等における障害児の受

入れ体制を確保します。 

●本人の個性や障害の特性、本人や家族の意向等を尊重した教育支援が切れ目な

く行えるように、引き続き、教育相談・進路相談の充実に努めます。 

●町内小中学校における特別支援学級や教職員研修の充実に努めます。 

●障害のある子どもと障害のない子どもが共に学ぶ機会が拡充するようインク

ルーシブ教育システムの構築に向けて取り組みます。 
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＜具体的施策＞ 

施策名 施策の内容 担当課 

ライフステージに応

じた障害福祉サービ

スの提供の推進 

学校や教育委員会等と連携しながら、ライフス

テージを通じて切れ目のない障害者（児）支援

が提供できるよう、体制整備を図ります。 

町民福祉課 

就学・教育相談の充

実 

障害の程度、種類に応じた適正な就学支援がで

きるよう関係機関との連携強化、障害児教育に

関する情報提供の充実、障害児を持つ保護者等

との連携をさらに緊密にするとともに、乳幼児

期から学齢期にかけて一貫した指導体制がと

れるよう、就学相談の充実に努めます。 

町民福祉課 

健康保険課 

子育て共生課 

学校教育指導室 

特別支援教育の推進 障害のある児童・生徒に対して、生活上や学習

上の困難を改善したり克服したりするために、

一人ひとりの教育的ニーズを把握し、特別支援

学級でのきめ細かな指導等を行います。 

学校教育指導室 

特別支援教育の充実 障害の状態及び特性等に応じた教育を進める

ため、障害児や障害の傾向のある児童の状況、

保護者等の意向を踏まえながら、特別支援教育

の充実を図ります。 

学校教育指導室 

特別支援学校等の関

係機関との連携 

特別支援学校及び特別支援教育に対する理解

と認識を深め、就学先や進学先を考えるにあた

っての適正な情報提供の機会とすることを目

的に、特別支援学校での体験入学や教育相談等

を促進します。 

学校教育指導室 

町民福祉課 

キャリア教育の充実 教育課程や現場実習の充実等、就労に結びつく

キャリア教育の充実を図ります。 

学校教育指導室 

教育環境の整備 障害児用トイレへの改修やスロープの設置等、

教育環境の整備に努めるとともに、障害児の就

学上、必要が生じた場合に適切な対応に努め、

特別支援教育の充実を図ります。 

学校教育課 
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基本目標４ 社会参加の拡充 
 

 

（１）雇用・就労の支援 

障害のある人の誰もが、その適性と能力に応じた雇用の場に就き、地域で自立

した生活を送ることができるようにするためには、障害の特性に応じたきめ細か

な支援が重要です。 

平成 28 年４月には、雇用分野における障害者に対する差別の禁止及び障害者

が職場で働くにあたっての支障を改善するための措置（合理的配慮の提供義務）

が新たに規定された「改正障害者雇用促進法」が施行され、障害のある人とない

人の均等な機会及び待遇の確保等が求められています。 

令和３年３月からは、「障害者の雇用の促進等に関する法律（障害者雇用促進法）」

により障害のある人の法定雇用率が引き上げとなり、障害のある人の働く場が拡

充されることになりました。 

企業に対して障害者雇用についての情報提供や理解促進を図るなど、雇用の場

の拡充に向けた取組を推進し、障害のある人の就労機会の拡大を図るとともに、

就労後の定着に向けて障害のある人と雇用者の相談・支援体制を構築していく必

要があります。 

働く意欲のある障害者が、それぞれの希望や適性に応じて能力を十分に発揮す

ることができるよう、一般就労を希望する方にはそれが可能となるような継続

的な支援と、福祉的就労を希望する方には活動の場の確保と充実を図り、様々な

ニーズに応じた総合的な支援を行うことが重要です。 

 

＜アンケート調査結果より＞ 

●障害者が仕事に就くために大切だと思うこと 

上位３位の選択肢 

第１位 事業主や職場の人が障害に対して十分理解していること .................. 44.7％ 

第２位 障害や健康状態に合った仕事ができること ............................................... 40.3％ 

第３位 障害者を受け入れる職場がたくさんあること .......................................... 39.2％ 

仕事に就くために大切なこととしては、職場の人の障害に対する理解が大切だと感

じている方が多くなっています。また、障害や健康状態など、個々の状況に応じた

仕事ができること、働く場の確保が必要と考えている方が多くなっています。 
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＜施策の方向＞ 

●障害者就労支援センターとの連携強化を図り、総合的な就労支援や雇用拡大、職

場定着支援に取り組みます。 

●就労継続支援などの福祉的就労の場の確保及び充実を図ります。 

 

＜具体的施策＞ 

施策名 施策の内容 担当課 

優先調達の推進 障害者優先調達推進法に基づき、障害福祉サー

ビス事業所等の提供する物品・サービスの優先

購入（調達）を推進します。 

また、障害福祉サービス事業所で製作された製

品の販売を促進するため、地域のイベントへの

出品や交流機会の拡大を図ります。販路拡大に

有効な支援策についても検討します。 

町民福祉課 

特別支援学校等との

連携 

障害のある子どもが卒業後も地域で生活でき

るよう、進路相談会への参加や、障害者就労支

援センターとの連携を図り、居住先や就労など

の相談支援を行います。 

町民福祉課 

就労支援の推進 障害者総合支援法に基づく、就労移行支援事業

や就労継続支援事業（Ａ型・Ｂ型）などの訓練

等給付による一般就労に向けた支援を進めま

す。 

町民福祉課 

障害者雇用の推進 上里町役場及び関係機関において障害者の雇

用や各種委託業務を推進します。 

総務課 
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（２）社会参加の促進 

生活を豊かで潤いのあるものにするためには、スポーツ・レクリエーション、

文化活動など、障害のある人もない人も共に楽しむことができる機会を提供して

いくことが求められています。 

社会参加の促進は、障害のある人の生きがいづくりや余暇活動の向上という観

点だけでなく、潜在的な能力開発や交流機会の創出にもつながります。 

 

＜アンケート調査結果より＞ 

●興味を持っている活動 

選択肢：スポーツやレクリエーション 

・全体 ............................. 16.6％ 

・身体障害者 .............. 14.7％ 

・知的障害者 .............. 20.4％ 

・精神障害者 .............. 11.8％ 

・難病患者 ....................... 8.7％ 

・18 歳未満................ 41.9％ 

全体の結果では、16.6％であるものの、18 歳未

満においては約４割と、参加したいと考えている

方が多い傾向にあります。 

 

●外出の際の困りごと 

上位３位の選択肢 

第１位 利用できる移動手段が限られている .............................................................. 14.6％ 

第２位 相手との会話が難しい ........................................................................................... 11.9％ 

第３位 障害者のトイレが少ない、建物などに階段が多いなど、バリアフリー化されていない ..... 8.3％ 

障害のある人の社会参加を促進するうえで、課題の一つとして考えられる外出の際

の困りごとでは、移動手段が限られていることや、相手との会話が難しいなどが上

位に挙げられています。外出時の課題解決を図ることにより、社会参加の促進にも

つながると考えられます。 

 

＜施策の方向＞ 

●スポーツ・レクリエーション、文化活動など、障害のある人が参加しやすい環境

づくりに取り組みます。 
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＜具体的施策＞ 

施策名 施策の内容 担当課 

スポーツ・レクリエ

ーションの促進 

障害者（児）の自立と社会参加の促進を図るた

め、障害者スポーツ・レクリエーション教室を

開催します。 

また、スポーツ推進委員等へ研修を促進すると

ともに、県や関係機関が主催するスポーツ活動

等の情報提供に努め、参加を促進します。 

町民福祉課 

生涯学習課 

障害者及び関係団体

等との交流の促進 

障害者や障害者団体、障害者支援施設との交流

を図り、障害者の社会参加を促進します。 

町民福祉課 

生涯学習課 

講座・教室等の環境

整備 

障害者の文化、芸術に対するニーズを掘り起こ

すとともに、一般の各種講座、教室等に障害者

が気軽に参加できるよう、企画内容への配慮、

車いすの準備など環境整備に努めます。 

生涯学習課 

図書館サービスの充

実 

障害のある人が平等に図書館を利用できるよ

う所蔵する福祉資料を、録音図書、点訳図書と

して貸し出しを行います。 

生涯学習課 

活動場所の整備 各種講座、教室等の開催を推進するとともに、

障害者の活動場所の確保に積極的に努めます。 

生涯学習課 

公共交通機関の整備 障害者の利用に配慮した地域公共交通システ

ムの継続に努めます。 

総合政策課 

障害児の放課後・休

日等支援 

障害児の放課後や休日が充実するよう、放課後

等デイサービス等のサービス事業所との連携

を図ります。 

町民福祉課 

重度心身障害者タク

シー利用料金助成事

業及び在宅重度心身

障害者自動車等燃料

費助成事業 

福祉タクシー利用券の交付や自動車燃料費助

成の利便性の向上を図ります。 

町民福祉課 

車いす貸出事業の推

進 

車いす貸出しの利用促進を図ります。 社会福祉協議会 

手話通訳者派遣事業

の推進 

社会参加を促進するため、手話通訳者の派遣な

どのコミュニケーション支援に努めます。 

町民福祉課 

手話通訳者等の担い

手の確保 

手話通訳者等の担い手を確保するため、郡市共

同事業として、手話奉仕員養成研修等を継続し

て開催します。 

町民福祉課 
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基本目標５ 安全・安心で暮らしやすいまちづくりの推進 
 

 

（１）バリアフリー・ユニバーサルデザインの推進 

障害のある人や高齢者をはじめとするすべての人々が尊重され、生きがいを持

って地域社会で生活するためには、あらゆる分野の活動に参加できる快適で暮ら

しやすい生活環境のまちづくりが求められています。 

物理的な障壁のみならず、社会的、制度的、心理的なすべての障壁に対処する

という考え方である「バリアフリー」、施設や製品等について、誰にとっても利用

しやすくデザインするという考え方である「ユニバーサルデザイン」の推進は、

障害のある人の社会参加にもつながることから、今後も継続的に環境整備に取り

組んでいく必要があります。 

 

＜アンケート調査結果より＞ 

●外出の際の困りごと 

選択肢：障害者のトイレが少ない、建物などに階段が多いなど、バリアフリー化されていない 

・全体 ................................. 8.3％ 

・身体障害者 .................. 9.1％ 

・知的障害者 .................. 9.7％ 

・精神障害者 .................. 0.0％ 

・難病患者 ................... 10.9％ 

・18 歳未満.................... 9.7％ 

約１割の方が外出の際の困りごととして、障害の

ある人に配慮したバリアフリー化がされていない

と感じています。 

 

＜施策の方向＞ 

●障害のある人はもとより、誰もが利用しやすい社会環境が整備されるように、バ

リアフリー・ユニバーサルデザインの普及に努めます。 
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＜具体的施策＞ 

施策名 施策の内容 担当課 

公共施設のバリアフ

リー化の推進 

公共施設は、すべての世代で利用しやすい施設

としてバリアフリー化を推進するとともに、ユ

ニバーサルデザインの導入を進めます。 

各公共施設の 

所管課 

すべての人が安心・

快適さを感じること

ができる道路の整備 

道路のバリアフリー化（段差解消等）、老朽化し

た舗装の修繕などを行い、すべての利用者が安

全・安心に通行できるよう整備・改良を進めま

す。 

歩行空間の整備にあたっては、バリアフリーや

ユニバーサルデザインの導入に努めます。 

まち整備課 

バリアフリーの概念

を取り入れた公園の

整備 

都市公園については、バリアフリーの概念を取

り入れ、段差の解消や多目的トイレの設置等の

整備や改修を進めます。 

まち整備課 
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（２）安心して暮らせる住まいの確保 

住まいは生活の基本であり、障害の特性や程度などに左右されることなく、可

能な限り住み慣れた地域で暮らし続けていけるような環境が必要です。 

公営住宅におけるバリアフリー化や、グループホームなどの共同生活の場の整

備など、個人の状況に応じた自立した生活ができるような居住環境の整備に向け

て取り組む必要があります。 

 

＜アンケート調査結果より＞ 

●今、困っていること 

選択肢：障害のある人が暮らす住宅が整備されていないこと 

・全体 ................................. 5.3％ 

・身体障害者 .................. 4.8％ 

・知的障害者 .................. 6.5％ 

・精神障害者 .................. 6.6％ 

・難病患者 ....................... 8.7％ 

・18 歳未満.................... 9.7％ 

難病患者及び 18 歳未満では、障害のある人が暮

らす住宅が整備されていないと感じている方が多

い傾向にあります。 

 

＜施策の方向＞ 

●関係機関と連携し、バリアフリー住宅の普及を図るとともに、多様な形での障害

のある人の暮らしの場の確保を目指します。 

 

＜具体的施策＞ 

施策名 施策の内容 担当課 

住宅改修費の助成 日常生活の環境改善及び自立を促進するため、

住宅改修に対して助成を行うとともに、制度の

周知に努めます。 

町民福祉課 

入居・入所支援の推

進 

近隣市町と連携し、グループホームや施設等へ

の入所支援に努めます。 

また、増加するニーズへの対応を図るため事業

者へ働きかけ、情報提供など可能な支援策を検

討します。 

町民福祉課 

公営住宅のバリアフ

リー化の推進 

公営住宅のバリアフリー化を推進します。 

バリアフリー住宅については、計画的な改修を

実施します。 

まち整備課 
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（３）防災・防犯・感染症対策等の推進 

本町では、災害対策については、避難行動要支援者名簿の作成や、介護又は介助

が必要な高齢者や障害のある人のための福祉避難所を協定により確保しています。 

しかし、近年では大規模な自然災害等が相次ぎ、障害のある人が犠牲となるケ

ースも多く、災害に不安を感じる人は少なくありません。 

障害のある人が安全で安心して地域生活を送るためには、地震や台風などの災

害による被害を防ぐ防災・減災対策や、災害時に支援が必要な方を地域の人たち

で支え合う仕組みづくりが重要です。防災意識の高揚と心構えに対する啓発、犯

罪や事故に巻き込まれないよう防犯対策を積極的に推進していく必要があります。 

 

＜アンケート調査結果より＞ 

●災害時における１人での避難 

選択肢：「できない」 

・全体 ............................. 37.1％ 

・身体障害者............... 38.3％ 

・知的障害者............... 45.2％ 

・精神障害者............... 21.1％ 

・難病患者 ................... 52.2％ 

・18 歳未満 ................ 64.5％ 

約４割の方が災害時に１人で避難できないと回答

しており、障害種別でみると、難病患者が最も高

く、次いで知的障害者となっています。また、18

歳未満では約６割となっています。 

 

＜施策の方向＞ 

●避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成や福祉避難所等の整備を継続す

るとともに、災害事例を検証し、障害のある人の意見を踏まえ災害対策の強化に

取り組みます。 

●障害のある人が巻き込まれる犯罪被害を防止するため、警察をはじめとする関

係機関と連携しながら注意喚起を行い、防犯対策に取り組みます。 

●障害のある人が感染症に罹患してしまうと重症化する恐れがあります。関係機

関と連携しながら平時からの予防行動の周知や環境整備などの感染症対策に取

り組みます。 
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＜具体的施策＞ 

施策名 施策の内容 担当課 

防災意識の醸成 住民の自助・共助の取組を促進し、防災意識の

高揚を図るため、上里町防災ガイド・ハザード

マップ等を活用した防災講習会等を実施しま

す。 

避難所運営の担い手となる住民や職員に対し、

防災教育の徹底を図るため、防災訓練や防災研

修等を開催します。 

くらし安全課 

避難行動要支援者へ

の支援 

緊急時や災害時の支援体制の充実に向けて、避

難行動要支援者名簿をもとに、要支援者である

障害者や高齢者などに対し個別避難計画を作

成し、福祉避難所を活用する等の迅速な対応を

図ります。 

町民福祉課 

高齢者いきいき課 

くらし安全課 

情報発信手段の多重

化 

災害時、正確な情報を迅速に提供するため、防災

行政無線による放送のほか、登録制の防災情報

メールやコミュニケーションアプリ、コミュニ

ティＦＭを活用する等、情報発信手段の多重化

を図ります。 

くらし安全課 

避難所の充実と整備 避難所のバリアフリー化の確認を行うととも

に、避難所の開設訓練を行い、障害特性に配慮

し、必要な支援が提供できる体制を整備するな

ど、障害のある人が安心して避難生活を送るこ

とができる福祉避難所の充実と整備を図りま

す。 

町民福祉課 

各施設担当課 

関係機関との連携強

化 

福祉施設や医療機関、民間企業等と連携し、避

難所における障害のある人に対応した資機材

の確保に努めるとともに、ボランティア等によ

る支援体制、関係機関との連携による健康管理

体制の確立に努めます。 

町民福祉課 

くらし安全課 

健康保険課 

高齢者いきいき課 

社会福祉協議会 

災害時要支援者への

対応強化 

緊急時や災害時等に迅速な支援ができるよう、

障害者手帳所持者に対し、災害用バンダナやヘ

ルプカード、緊急情報キット等の普及啓発に努

めます。 

町民福祉課 
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施策名 施策の内容 担当課 

治安維持体制の強化 防犯カメラの設置や地域安全安心まちづくり

推進委員による防犯パトロールを実施し、治安

維持体制の強化に努めます。 

くらし安全課 

各施設担当課 

感染症対策の推進 感染症予防行動について周知し、発症・重症化

予防に取り組みます。 

福祉事業所等における感染症対策の支援に努

めます。 

健康保険課 

町民福祉課 
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１ 関係機関相互の連携 
 

 

（１）担当課等との連携 

障害者に関わる施策分野は、福祉だけでなく、保健・医療・教育・生活環境の

整備等の多岐にわたっているため、町民福祉課が中心になり、行政内部の担当課

において、現在の連携体制を継続するとともに、今後は、担当者間の連携を密接

にするよう努めます。 

 

（２）各団体との連携 

これまでの行政サービスや障害福祉サービスだけでは、障害者の自立や利用者

本位によるサービス提供、家族等への支援など困難な部分もあります。 

障害者や家族が地域で生活することへの安心感を高めるためには、障害者団体

やボランティア団体による活動、ＮＰＯ活動、そして多くの住民の理解と協力を

促進し、きめ細やかなサービス提供や情報提供体制を確立する必要があります。 

また、行政は関係団体等との連携を図り、地域における障害者への支援につい

て総合的な調整機能の向上に努めます。 

 

（３）地域との連携 

障害者施策の実施を推進するためには、地域住民の理解と協力が必要です。地

域の特性を生かしながらまちづくりをし、地域福祉を推進するため、各地区行政

区の支援に努めます。また、民生委員・児童委員は、障害者の相談や、各種福祉

サービスの周知など活動が増加することが予想されることから、地域住民と行政

とのパイプ役として、十分な情報交換と連携を図ることができるよう支援します。 

 

（４）近隣市町との連携 

本庄市、美里町、神川町と本町を含めた１市３町で広域委託事業などを実施す

ることなどから、近隣市町と連携を図りながら、施設の広域利用など円滑なサー

ビス提供が行える体制を整備します。 

 

（５）国及び県の関係機関との連携 

障害者施策については、国や県の制度に関わる分野も多いことから、各関係機

関との連携を図っていきます。町の保健・福祉を担う担当課において、現在の連

携体制を継続するとともに、担当者間の連携を密接にし、効率的、総合的な観点

からの対応等ができるよう、積極的に推進します。  
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２ 計画の評価体制 
 

計画自体をより具体的なものとするため、また、計画の実施がその目的に照ら

して効果的であるかどうか等を検証するために、実施状況等の点検が不可欠と

なります。 

計画策定の際に制度の浸透状況や住民の意向を把握したうえで、計画の点検・

評価を行います。また詳細部分については、聞き取り調査などにより点検・評価

を行います。普段のケースワークの際にも当事者からの声や民生委員・児童委員、

ホームヘルパー等からの情報により、逐次、意向の把握に努め、計画の点検・評価

を実施し、改善に努めます。 

 

【計画のＰＤＣＡサイクル】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②施策・事業の実施 ①本計画の策定 

③事業実績を点検・評価 
④計画内容、 

成果目標等の見直し 

Plan 

計画 

Do 

実行 

Check 

点検 評価 

Action 

改善 

⑤成果目標等の見直しを図り、 

次期計画を策定 



 

85 

 

資料編 
 

 

  



 

86 

 

 

 



資 料 編 

87 

１ 上里町障害者計画策定委員会設置要綱 
 

 

（設置） 

第１条 上里町障害者計画（以下「障害者計画」という。）策定について、必要な事項を検討

するため、上里町障害者計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。 

（１）障害者計画策定について、必要な事項の調査・研究をすること。 

（２）障害者計画策定に際し、意見等を述べること。 

（組織） 

第３条 委員会は委員１４名以内で構成し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命

する。 

（１）識見を有する者 

（２）障害者団体関係者 

（３）社会福祉団体関係者 

（４）行政職員 

（任期） 

第４条 委員の任期は、障害者計画策定までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠

委員の委員は前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長をおき、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は委員会を代表し、総括する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理

する。 

（会議） 

第６条 委員会は、委員長が召集し、その議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことはできない。 

３ 委員会は、委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、意見の

聴取又は資料の提出を求めることができる。 

（作業部会） 

第７条 委員会に、特定事項又は専門事項を調査検討するため、作業部会を置く。 

２ 作業部会の構成員は、別表に掲げる課の職員及び社会福祉協議会の職員とし、所属長の推

薦を受けて所管課長が指名する。 

３ 作業部会の会議は、所管課長が招集する。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は所管課において処理する。 
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（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、委員長が別に定

める。 

 

附則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和３年７月２０日から施行する。 

（この告示の失効） 

２ この告示は、障害者計画の策定が完了した日に、その効力を失う。 

 

 

 

別表（第７条関係） 

作業部会の構成員 

座長 所管課長（町民福祉課長） 

総合政策課 

くらし安全課 

町民福祉課 

子育て共生課 

健康保険課 

高齢者いきいき課 

まち整備課 

学校教育課 

生涯学習課 

上里町社会福祉協議会 
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２ 第６次上里町障害者計画策定委員会委員名簿 
 

№ 選出区分 所 属 氏 名 備 考 

1 
識見を 

有する者 

民生委員・児童委員協議会会長 岩 田 義 典 委員長 

２ ボランティア連絡会代表 森 村 恵 子  

３ 

障害者団体等 

関係者 

本庄保健所管内精神障害者を守る

会会長 
宮 﨑  勉  

４ 身体障害者相談員 今 村  誠  

５ 身体障害者相談員 須 田 貴 江  

６ 

社会福祉団体 

関係者 

社会福祉協議会事務局長 石 井 里 実 副委員長 

７ 社会福祉法人 梨花の里理事長 佐 藤  裕  

８ 社会福祉法人 つどい福祉会理事長 岩 田 美 樹  

９ 

行政職員 

埼玉県北部福祉事務所長 原 科 正 夫  

10 健康保険課長 及 川 慶 一  

11 まち整備課長 相 馬 伸太郎  

12 学校教育指導室長 福 島  実  

13 町民福祉課長 亀 田 真 司  

※敬称略 
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３ 第６次上里町障害者計画策定委員会作業部会委員名簿 
 

№ 選出区分 氏 名 

1 総合政策課政策調整係 蓮  洋 樹 

２ くらし安全課防災安全係 池 田  純 

３ 町民福祉課社会福祉係 坂 本 慶 之 

４ 子育て共生課子育て支援係 高 橋 仁 美 

５ 健康保険課保健推進係 萩 原 順 子 

６ 高齢者いきいき課地域包括支援係 宮 嵜 あゆみ 

７ まち整備課都市整備係 松 本 敦 志 

８ 学校教育課教育庶務係 鎌 田  裕 

９ 生涯学習課生涯学習係 渡 邊  雅 

10 上里町社会福祉協議会 福 田 和 之 
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４ 第６次上里町障害者計画策定経過 
 

年 月 日 内 容 

令和２年 

11 月 26 日 

～12 月 17 日 

上里町障害福祉についてのアンケート調査の実施 

令和３年 

８月 16 日 

第１回第６次上里町障害者計画策定委員会作業部会 

・上里町障害者計画についての説明 

・上里町障害者計画のアンケート調査結果について 

・上里町障害者計画の骨子案について 

・今後のスケジュールについて 

８月 27 日 

第１回第６次上里町障害者計画策定委員会（書面開催） 

・上里町障害者計画についての説明 

・上里町障害者計画のアンケート調査結果について 

・上里町障害者計画の骨子案について 

・今後のスケジュールについて 

10 月 20 日 
第２回第６次上里町障害者計画策定委員会作業部会 

・第６次上里町障害者計画（素案）について 

10 月 27 日 
第２回第６次上里町障害者計画策定委員会 

・第６次上里町障害者計画（素案）について 

11 月１日 

～11 月９日 
障害者団体等へのアンケート調査の実施 

11 月 19 日 
第３回第６次上里町障害者計画策定委員会作業部会 

・第６次上里町障害者計画（素案）について 

11 月 26 日 
第３回第６次上里町障害者計画策定委員会 

・第６次上里町障害者計画（素案）について 

12 月 20 日 

～令和４年１月 21 日 
第６次上里町障害者計画 パブリックコメントの実施 

２月 21 日 
第４回第６次上里町障害者計画策定委員会作業部会 

・パブリックコメントの実施結果について 

２月 28 日 

第４回第６次上里町障害者計画策定委員会（書面開催） 

・パブリックコメントの実施結果について 

・計画の承認 
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５ 用語解説 
 

【あ行】 

育成医療 自立支援医療の一つで、身体上の障害のある児童が障害を軽くし

たり、疾患のある児童が将来障害を残さないようにするための医

療。申請により医療費の給付が受けられる。 

医療的ケア児 日常生活を営むために恒常的に医療的なケア（人工呼吸器、酸素

吸入、喀痰吸引、導尿、人工肛門など）が必要な状態にある障害児。 

インクルーシブ教育 多様な人間性を尊重し、障害のある人の精神的及び身体的な能力

等を最大限発達させ、自由な社会に参加することを目指して、障

害のある人と障害のない人が共に学ぶ仕組みのこと。 

 

【か行】 

加配保育士 障害のある子どもの保育の際に加えて配置される保育士。 

共生社会 国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う社会という考え

方。障害のある人も社会の対等な構成員として人格を尊重され、

自らの選択と決定のもとに社会活動に参加するとともに、社会の

一員としての責任を分担することが必要とされている。 

共同生活援助 

（グループホーム） 

地域で生活を行う人に共同生活の場を提供し、相談や援助などの

支援を行うサービス。 

居住系サービス 入所施設で介護を受けたり、生活の援助を受けたりするサービ

ス。 

居宅介護 

（ホームヘルプ） 

障害のある人が、自宅で入浴や食事などの介助を受けるサービ

ス。ホームヘルプ。 

権利擁護 自分の権利等を表明することが困難な人に代わって、代理人がそ

の権利等を守ること。 

高次脳機能障害 交通事故や脳血管疾患などによる脳損傷を原因とする記憶・注

意・思考・言語などの知的機能の障害で、外見上は障害が目立た

ないため周囲の人に理解されにくく、本人自身が十分に認識でき

ないことがある。 

更生医療 自立支援医療の一つで、身体上の障害を軽くしたり、機能を回復

させるなど身体の機能を更生するための医療。申請により医療費

の給付が受けられる。 

行動援護 知的障害や精神障害のために行動が困難な人が、外出など行動に

必要な介護を受けるサービス。 
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合理的配慮 障害のある人の社会的障壁を取り除くために状況に応じて行わ

れる無理のない配慮で、障害者の権利に関する条約第２条に規定

されている。 

こころのバリアフリー 「こころのバリアフリー」とは、人々の心の中に潜む、誤解・偏

見・差別などの目に見えない固定観念（壁）をなくし、年齢・性

別・障害・国籍の違いに関わらず、誰もがお互いの立場を尊重し

合い、安心して暮らすことのできる社会を実現するためのテーマ

のこと。 

 

【さ行】 

児童発達支援 障害のある未就学の幼児が、施設に通所し日常生活における指導

や集団活動への適応訓練を行うサービス。 

社会的障壁 障害のある人が、日常生活や社会生活を営むうえで障壁となる事

物、制度、慣行、観念等のこと。 

就学相談（支援） 障害のある幼児、児童、生徒の就学すべき学校及び特別支援学級

等における教育や指導についての決定、また、その障害の判断に

かかる一連の手続きのこと。 

重度訪問介護 重度障害があり、常に介護が必要な人が自宅で入浴や食事などの

介助を受けるサービス。 

就労移行支援事業 一般就労等への移行に向けて、事業所内や企業における作業や実

習、適性に合った職場探し、就労後の職場定着のための支援を行

う事業。 

就労継続支援事業 一般就労等に必要な知識、能力を高めるための就労や生産活動の

機会を提供する事業。雇用契約を結ぶＡ型と、結ばないＢ型があ

る。 

障害児福祉手当 日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の人に支給さ

れる手当。 

自立訓練 自立した生活を送るために身体機能や生活能力を向上する訓練

を受けるサービス。 

自立支援医療 障害がある人等の自立を支援するための医療制度。育成医療、更

生医療、精神通院医療がある。 

身体障害者手帳 身体上の障害がある人等が申請し、交付を受けるもので、身体障

害者であることを証明するもの。 

生活介護 障害のある人が、施設で入浴や食事などの介助を受けるサービ

ス。 

精神障害者保健福祉手

帳 

精神に障害がある人等が申請し、交付を受けるもので、精神障害

者であることを証明するもの。 
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精神通院医療 自立支援医療の一つで、精神に障害のある人で継続的に治療が必

要な人が受ける医療。申請により医療費の給付が受けられる。 

成年後見制度 権利擁護のための制度の一つで、判断能力が困難な人に代わって

財産の管理や契約を交わすことのできる成年後見人を選任する

制度。 

相談支援専門員 障害福祉に関する相談に応じる相談員のうち、サービス等利用計

画を作成する者。 

 

【た行】 

短期入所 

（ショートステイ） 

障害のある人を介護している人が病気などの場合に、一時的に施

設に入所するサービス。 

地域生活支援拠点 障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、相談、体験の

機会、緊急時の対応等の必要な機能を備えた拠点のこと。 

特別支援学級 障害のある人一人ひとりに合わせた教育を行うことを目的に、障

害の種別に合わせて少人数で教育を行う学級。 

特別支援学校 障害のある人一人ひとりに合わせた教育を行うことを目的に、小

学校・中学校・高等学校に相当する年齢で、専門性の高い教育を

行う学校。 

特別障害者手当 日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の人に

支給される手当。 

 

【な行】 

日常生活自立支援事業 権利擁護のための制度の一つ。判断能力が困難な人のサービス利

用の援助や、金銭の管理を代行する制度。 

日中活動系サービス 施設で医療や介護、就労のための訓練を受けるサービス。 

ノーマライゼーション 障害のある人の住居、教育、労働、余暇などの生活を可能な限り

障害のない人の生活と同じようにすることで、障害のある人が

障害のない人と同等に生活し活動する社会を目指す理念。 

 

【は行】 

発達障害 自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、

注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能障害であって、そ

の症状が通常低年齢において発現するもの。 

バリアフリー 社会的弱者が社会生活に参加するうえで生活の支障となる物理

的な障害や、精神的な障壁を取り除くための施策、もしくは具体

的に障害を取り除いた事物及び状態を指す。 

放課後等デイサービス 障害があり就学している児童が、授業の終了後など施設に通所し

日常生活における指導や集団活動への適応訓練を行うサービス。 
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法定雇用率 一定数以上規模の企業等が、身体障害者、知的障害者及び精神障

害者を雇用しなければならない一定の割合。令和３年３月１日よ

り、民間企業が 2.3％、国・地方公共団体等が 2.6％、都道府県

等の教育委員会が 2.5％となっている。 

訪問系サービス 在宅で生活している人が訪問を受けたり、短期間施設に入所した

りするサービス。 

 

【や行】 

ユニバーサルデザイン 「すべての人のためのデザイン」を意味し、年齢や障害の有無な

どに関わらず、最初からできるだけ多くの人が利用可能であるよ

うにデザインすること。 

 

【ら行】 

ライフステージ 個人や家庭での様々な生活実態や状況及び生活程度、個人の発達

段階のこと。 

リハビリテーション 単なる機能障害の改善だけでなく、障害者が人間として尊厳を回

復し、住み慣れた地域で家族や人々とふれあいながら、生きがい

を持って生活することを目的に、ノーマライゼーションを目指す

理念と援助の体系。 

リハビリテーションには、医学的、心理的、職業的、社会的分野

などがあるため、障害者の人間的復権を図るためには、それらの

諸技術の総合的推進が重要である。 

療育 ここでの「療育」は、就学前の子どもの発達を阻害する心身の障

害に関する適切な指導を表す。 

療育手帳 知的障害があると判定された人等が申請し、交付を受けるもの

で、知的障害者であることを証明するもの。 
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６ 上里町内サービス提供事業所一覧 
 

サービス名 事業所名 

グループホーム 

ケアホームつどい 

ケアホームつどい ハイツ 

ケアホームつどい ひがしの家 

サルビアホーム 

なでしこホーム 

ケアホーム上里 

ケアホームよつ葉 

ケアホーム神保原 

ケアホーム歩 

ケアホームつくし 

施設入所 梨花の里 

生活介護 

サイディアーナ 

かみさとデイサービスセンター 

たて糸上里事業所 

就労継続支援Ｂ型 たて糸上里事業所 

居宅介護 

（ヘルパー） 

生協ヘルパーステーションこだま 

上里町社会福祉協議会 ヘルパーステーション 

介護センター みぶな 

かみさとナーシングステーション 

放課後等デイサービス 

エールかみさと 

まなびや 

まなびやクラブ 

※令和４年３月現在 

※詳細は上里町役場町民福祉課社会福祉係までお問合せください。 
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